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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は30名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 松 田 寛 人 君 

○議長（君島一郎君） 初めに、３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 議席番号３番、柔仁会、松

田でございます。 

  きょうは、大貫小学校がいるということで、ま

さか私のときにぶち当たってくるとは思いません

でしたので、きょうは丁寧に、模範を示すような

形で一般質問をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

  まず１番目からさせていただきます。６月補正

（肉付け予算）と今後の市政運営について質問さ

せていただきます。 

  那須塩原市３月定例会での骨格予算が形成され、

新年度予算が執行されました。我々議員や市民、

各種団体でさまざまな意見や困惑があったと思い

ます。あれから３カ月がたち、今回提案された肉

づけ予算は、実質的な本予算と思っております。

今回の予算で何がどのように変わっていくのか伺

います。また、今後の市政運営について伺います。 

  ①骨格予算の執行から肉づけ予算の編成までに、

どのような協議や調整が行われたのか、その内容

を伺います。その中で、各種団体等への補助金が

確定されたものを具体的に伺います。 

  ②今後の各種団体への補助対応と取り組みにつ

いて伺います。 

  ③今回の骨格的予算を執行して、市民から寄せ

られた要望等があれば具体的に示していただきた

い。また、市長としてどのように感じられたのか

伺います。 

  ④今回の肉づけ予算編成に当たって、副市長と

してご自身の経験を踏まえ、どのようなアドバイ

スをしたのか伺います。 

  ⑤市長は今後この予算を通じてどのような那須

塩原市にしたいのか伺います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 松田議員の質問に順次お

答えをいたします。 

  まず、骨格的予算の執行から肉づけ予算の編成

まで、どのような協議、調整が行われたかと、こ

ういうことについてお答えいたします。 

  骨格的予算については本予算編成に際し、時間

的な制約から必要最低限度の経常経費や法令に基

づく義務的経費を中心に、一部の政策的経費を加

えて編成をいたしました。 

  その際に、市民生活及びサービスに支障が生じ
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ないことを基本とし、不都合が生じる場合への対

応として支障案件に対する協議、調整を行い、予

備費等で対応するなど、一定の配慮を行ってきま

した。 

  また、今回の補正予算の編成については４月２

日に骨格的予算への肉づけを前提に、骨格的予算

前の内示額を原則上限として、事業内容の精査、

検討を行った上で要求することを指示いたしまし

た。その後、４月23日から財政課によるヒアリン

グを実施し、一次査定を行い、５月１日に総務部

長査定を経て、５月７日に市長裁定を行いました。

さらに市長裁定の結果を仮内示という形で５月８

日各課に提示をして、支障となる案件についての

再協議を行った上で、最終的には５月10日に編成

を終了して、この議会を迎えています。 

  また、市の単独補助金については、３月２日に

すべての補助金を対象に改善計画書の作成につい

て指示をし、提出された資料をもとに、３月28日

から４月18日にかけて財政課内で内容の整理、調

査などを行いました。４月19日、20日には補助継

続の可否や改善の可能額、削減率について精査を

行い、４月25日に仮内示として各課に提示をいた

しました。その後総務部長査定、市長査定により

補正予算同様５月10日に編成を終了して、この議

会を迎えております。 

  次に、今後の各種団体の補助対応と取り組みに

ついてお答えいたします。 

  各種団体に対しては６月補正予算の承認を得次

第、速やかに予算を配当、交付をいたします。各

団体においては限られた財源であることを改めて

認識いただき、より効果的、効率的な執行に努め

ていただきたいと考えております。また補助金の

使途に公益性が認めるなど、新たな補助金につい

ても検討を行ってまいります。 

  今後については、補助金の目的や使途、さらな

る改善が必要なものも考えられることから、補助

金審査会の意見を踏まえながら、平成25年度当初

予算への反映を目標に見直しを継続してまいりま

す。 

  次に、今回の骨格的予算の執行によって、市民

から寄せられた要望、また、私が感じたことにつ

いてお答えいたします。 

  骨格的予算に対しましては、生活に密着した施

設の維持経費の確保や、市単独補助金のゼロベー

スでの見直しに対する前年程度の増額、また児童

の育成に関する増額、確認されたものでは18件の

要望がありました。例えば放課後児童クラブ運営

委託費で、骨格的予算で7,200万円を計上してお

りますが、障害児に対する指導員の加配について、

経費が不足する見込みであることに対し、増額の

要望がありましたので、内容や要求額を精査し、

今回の補正予算で1,100万円を追加計上いたしま

した。 

  私は、要望は要望として真摯に受けとめており

ます。さらに、各種事業に対する精査期間をちょ

うだいしたいという考えについてご理解をいただ

ければ納得されるものと考えておりました。今回

の補正予算での肉づけの結果、一定の理解が深ま

ったものと認識をしております。 

  次に、今回の肉づけ予算の編成に当たり、私の

ほうから副市長に対し、総務省内閣官房行政改革

推進室や高槻市に在籍していたときの経験を生か

し、適切なアドバイスを行うよう指示をいたしま

した。編成作業の中で確認いたしましたところ、

副市長から職員に対し、経常経費や補助金のあり

方、特に要求された経費が市民サービスに十分生

かされるものかどうかを前提として、より事業効

果を高めるための方法など、精査検討するよう、

そうアドバイスを行ったとお聞きしております。 

  次に、今回の補正予算を通じてどのような那須
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塩原市にしたいのかというお答えでありますが、

一口で言うと、このまちに生まれてよかったと言

えるようにしたい、大変概念的な言葉なんですが、

とりあえずこう申し上げておきます。 

  そのようなまちづくりを進めていきたいという

考えを選挙の公約で訴えてまいりました。これら

を実現するため、喫緊の課題として放射能対策に

は骨格的予算と合わせて16億2,000万の予算計上

をいたしました。また、暮らしの安全・安心・安

定のために、災害対応、防災力の強化に対しては

18億2,000万を計上させていただきました。 

  さらには、他の地域以上に恵まれた資源を生か

し、再生可能エネルギーの活用に向けた調査研究

も含め、2,000万円を計上いたしました。 

  少子高齢化対策として子育て支援や高齢者の生

きがい対策に関連した予算についても計上をいた

しました。 

  一方、行政改革や一層の財政健全化を進めるた

め、私を初めとして副市長、教育長の給与カット

や経費の無駄をなくすための取り組みも行いたい

と思っています。 

  さらには、特別顧問、特別参与の設置などによ

り市政全般、政策課題の対応を進めたいと考えて

おります。 

  私は、今回編成しました予算を公約実現のため

のスタートラインとして市民の皆様にこのまちに

生まれてよかったと実感できる那須塩原市を築い

ていきたいと思っております。 

  ここで一言つけ加えますが、このまちに生まれ

てよかったという発想がどこから出たかというこ

とについて、ちょっと私が触れたいことがござい

ます。 

  と申しますのも、この財政運営というのはここ

30年間でとっても大きく変化をしてきました。と

いうのは、二十五、六年前、この前に合併前の旧

黒磯市で投資的経費が40％を超えていた時期がご

ざいます。これはやっている執行部も気がつかな

いで、私が市議会議員時代に、これは大変なこと

ですよと、全国3,300の市町村ありましたけれど

も、上位の五、六番目に入っておりまして、そう

いうような形で、今はどうかというと、この人件

費、扶助費、公債費、義務的経費が50％に近づい

ていて、この投資的経費は10％、これをどこかで

歯どめをして、直接市民の皆様に、住んでよかっ

たといってもそれをあらわすものは予算しかあり

ませんので、そういう意味では公の社会資本の整

備、これは学校とか道路もありますが、そういう

ものに積極的に１％でも上げていくと、こういう

ことを自分の頭の中ではいつも考えておりました。 

  給与のカットについても、余り褒められたこと

はございませんが、これについては松田議員と先

ほど雑談しておりましたら、名うての柔道家だそ

うでありまして、私も14歳から20年間柔道一筋に

やった時期があって、柔道を一口であらわすと礼

に始まり礼に終わる、あるいは口で言うより手の

ほうが早い、これは乱暴な言葉のようですけれど

も、率先垂範ということで、みずからの給与をカ

ットすることに対しては誇りを持って、できれば

そういう形にして、１円でも財政の役に立つかな

と、そういう形でカットをさせていただいて、今

議会にも副市長、教育長がみずからのカット条例

を申し出を受けましたので、私はもう何の異存も

なくやったわけでありますが、これなどはもう本

当に口で言うより手のほうが早いと、こういう精

神にのっとってやった一つの姿だと考えておりま

して、ぜひ、その点についてもご理解をいただき

たいと思います。 

  ちょっと答弁長くなりましたけれども、最初の

答弁にかえておきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 
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○３番（松田寛人君） 再質問をさせていただきま

す。 

  小学生が帰ったので、やっとできるかなと思い

ますので。 

  まず最初に、今回、予算の６月補正の補助の関

係でお話しするんですが、その前に、今回国県の

予算というものが県・国のほうで検討され、ここ

那須塩原市も入ってくるという状況でございます。 

  本来ならば、皆さんご承知とは思いますけれど

も、那須塩原市として県に要望もしくは出した場

合に、どのぐらいのパーセンテージでこちらに予

算が来るのか、そういうものが皆さんご承知だと

思っております。 

  今回、那須塩原市、一番わかりやすいのは土木、

まず建築、建設関係の予算でございますが、県に

私どもが要望したものは何％ぐらい、建設部長、

申しわけございませんが、来たのか、よろしくお

願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（薄井正行君） 建設関係の国庫補助金

としましては、社会資本整備総合交付金というの

がございまして、幾つかの計画に分かれておりま

すけれども、まず一つは道路改良事業などに要す

る事業費でございまして、安全で快適な社会基盤

整備計画ということで、これにつきましては、私

のほうが要望しましたのが、事業費ベースで７億

3,400万、それに対して内示がありましたのが３

億100万円ということで、内示の割合につきまし

ては41％ということになっております。そのほか、

３・４・１本郷通りなどの整備に使う市街地内に

おける安全で良好な都市環境の創造計画、この金

額につきましては、同じく事業費ベースでござい

ますけれども、7,000万に対して7,000万、要求ど

おり100％来ております。 

  また、西那須野地区のまちづくり事業の中でや

っております市道の疎水通りの整備、そのほか１

路線ありますけれども、西那須野駅西地区都市再

生整備計画、これにつきましては要望額が１億

9,000万に対して、内示額が１億4,430万というこ

とで約76％というふうになっております。 

  そのほか耐震診断とか市営住宅の修繕、それか

ら一般木造住宅の耐震改修に対する補助金、これ

らについては100％要望どおりついてきておりま

す。 

  これらにつきましては要望額、あるいは事業の

進捗状況、あるいは事業の内容などによって、今

申し上げましたように内示の割合というのはさま

ざまでありますけれども、特に一番最初に申し上

げました安全で快適な社会基盤整備計画に関する

内示の割合が41％ということで、かなり低くなっ

ておりますけれども、これにつきましては、まず

要望の段階でシーリングを設けないということで、

うちのほうが必要な金額をすべて要望していいで

すよということになっておりましたので、実施計

画で計上されている事業費の範囲内で最高額を要

望したということでございます。したがいまして、

要望額と実際の内示額に大きな差が出てきたとい

うふうに思っております。 

  一般的に予算なんかの場合ですと、多い少ない

という比較の割合というのは対前年度比で議論さ

れる場合が多いわけですけれども、そういった面

で申し上げますと、昨年から比べて、昨年度の事

業費ベースで申し上げますと、内示額が２億

9,800万ということで、ことしが３億100万円です

から、対前年度比1.01ということで若干伸びてお

ります。 

  今日の社会保障費の割合が多くなっている中で

昨年度並み確保できたということについては、最

低限やむを得ない数字かなというふうに私として
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は思っております。とはいいましても、きのう、

あるいは一昨日から本議会でも議論がありますよ

うに、歩道の整備あるいは道路改良についてはた

くさんの要望をいただいておりますので、今後と

も県を通じて国のほうについては、補助金の拡大

について要望していきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 先ほど部長からの答弁です

けれども、私、何が言いたいかといいますと、先

ほど言った社会資本整備の件でございます。本来

ならば、社会資本整備、はっきり言えば舗装する

前にしっかり周りの整備をする、その整備をしな

いことには道路も引けない。そういう予算でござ

います。 

  なぜ私がこういうことを聞いたかと申しますと、

実際皆さんご承知かと思いますけれども、矢板市

ははっきり言いまして90％もらっております。お

隣の大田原は50％ちょいいただいております。こ

れは何の数値かなと私は常々きょうまで考えてお

ります。実際、私どもの市長、副市長におかれま

しては、元県議会議員、副市長は国に対して国の

職員という形をとっております。 

  こういうようないい人材がいるのにもかかわら

ず、なぜ那須塩原市だけが41％なのか。これは一

生懸命今後、市長、副市長にはお願いをしていた

だき、今後那須塩原市がもっといいまちにできる

よう要望をお願いしたいと思います。 

  さて、再質問に入らせていただきます。 

  ①から⑤まで一応ずっと関連はしておりますけ

れども、随時再質問させていただきます。 

  今回、①ですが、事業内容の精査、検討を行っ

たとあるが、総務部長査定、また市長査定を行っ

たと、そういうことも今答弁のほうでお聞きいた

しました。那須塩原市、３年間かけまして、特に

補助金に関しましての審査会を行ったわけです。

それに対しての回答も出ております。その前の審

査会の意見と今回の査定での補助金がどこが必要

だということも多分、先ほどの答弁の中でヒアリ

ングを行ったということをお聞きしました。その

中で、どのように今回補助金が復活したのかお聞

かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 補助金の関係でござい

ますけれども、先ほど市長のほうからも答弁があ

りましたけれども、基本的に各部、課のほうで、

関係団体と十分協議をしていただきたいというこ

とでお願いをしたところでございます。 

  そういった中で補助金でありますけれども、当

然目的、妥当性、それと公益性、有効性、効率性、

公平性というのが重要なところでございます。そ

ういったところを勘案しながら、各課において協

議をしていただいて、その内容に基づきまして要

求をしていただいたと。それらに基づきまして、

こちらサイドでは十分精査をさせていただきまし

て、内示を行ったという状況でございます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 先ほどの答弁の中に、以前

やりました審査会を含んだ上で、今回その査定と

いうのは行ったという形で受け取ってよろしいん

ですか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 審査会のご意見という

ものは十分尊重させていただいたということでご

ざいます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） じゃ、なぜ、３月議会の当
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初の骨格的予算で補助金に関してあのような予算

づけをしたのか。これは市長が独断で行ったのか

お聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 役職もその後入れかわっ

ておりますが、日にち忘れましたけれども、私の

ほうから独断で副市長、総務部長、財政課長出席

の中で、このような指示を出しました。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） ３月議会、早乙女議員のほ

うからもお話があったと思いますが、今回、先ほ

どの答弁の中に、時間がなかったと、選挙が終わ

ってから３月議会までに予算等々を目を通した上

で時間がなかったので６月で補正を出すと、それ

を肉づけという形で今回出したんですけれども、

時間が、余裕がなかったら、本来ならば25年度で

も私はいいと思ったんですけれども、その辺の見

解をお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） それは職員にも再三、幹

部職員からもそういうお話がありましたが、今や

らないとこの見直し、予算の少しの見直しですよ、

大幅ではありませんでしたから、こういうものは

今やらないとできないと、そういう信念がありま

したので、曲げて私のほうからお願いをしたと、

こういう状況でした。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 今まで審査会を通して補助

金等々はずっと積み上げたものがあったと私は信

じております。また、第三者の方を使いまして、

民間の方を使った上であのような審査会を経て回

答が出たわけでございます。 

  まず、今までやっていたものを、積み上げてき

たもの、それを最初にスタートするべきだと私は

思っております。まず最初に、前回やった３月の

骨格的予算でございますが、まず、よく市民から

聞く話では、やはり市民生活の混乱があったのは、

私は事実だと思っております。本来ならば首長と

いう立場であれば、市民生活を混乱させないよう

なやり方をするのが本来の首長のやり方だと私は

思っております。つまり企業とは違う。役所はや

っぱり継続性というものを大事にしなければいけ

ないと思いますが、その辺見解をお願いいたしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） ちょっと市長が答えづら

い部分があると思いますので、私のほうからかわ

りに答弁させていただきます。 

  まず、審議会、審査会で確かに補助金について、

これまで何年にもにわたり検討していたというこ

とは、それは一つ尊重すべき話であると思います

が、そもそももう少し前提のところに戻ってみて

考えてもらいたいと思うんですけれども、審議会

の委員という方が出した結果というのは、何らか

の正当性があるのかといえば、それは正直言って

ないわけです。 

  基本的には専門家の方がきちんと精査をしたと

いうことであって、最終的にそれがいいものかど

うなのか、それを決定するのは市長の仕事であり

まして、市長というのはなぜそういうことができ

るかといえば、市民からこの市政を託されたから

であるわけです。 

  そういう意味では、それは確かに市長が今回の

３月の予算、それから今回の補正予算で一定程度

市民に対していろいろと混乱をもたらしたという

ような批判もあるかもしれませんが、ただ、それ

は基本的にいえばいわゆる民主主義のプロセスで



－230－ 

ありまして、継続性の原則云々という話があるの

であれば、そもそも選挙しなければいいという話

になるわけです。 

  ですから、それは市民が数年に１回、４年に１

回という形でみずからの市をどういうふうに運営

するべきか、だれに託していくべきか、そういう

ことをきちんと判断する機会で、それによって選

ばれた市のトップとなった人がその正当性を持っ

てみずから市政について検討する。その際に、審

査会とかで出てきた一定の専門的な意見というも

のを尊重するということはあるとしても、逆にそ

の審査会の意見に市長が従わなければいけないと

いうことは、それはじゃ、一体この市はだれが責

任を持っているのかという、そういう根本的な部

分でおかしい話になるんではないかと思っており

ます。 

  そういう意味では、まさにこの市というのはだ

れが主体となって運営していくのか、だれが責任

を持って運営していくのか、そういうことを考え

る今回はある意味非常にいい機会になったのでは

ないかと。それに伴って若干混乱をもたらしてし

まった部分はあるかと思いますけれども、ただ、

それ以上に私はこういうプロセスというのは必要

だったんではないのかというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 副市長、今の答弁は本来な

らば市長がやらなきゃいけない答弁なんです。今

の答弁をするということは、今回の予算、ゼロベ

ースにしたものは、じゃ根本的に副市長がすべて

やったという認識で私はよろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 副市長の答弁に疑義を感

じたというお話でございますが、私の場合は選挙

をしてここに座らせていただいていると。だけれ

ども、余りそれを強く私だけが打ち出すのも、と

いう配慮からの再質問に対する答弁であって、言

葉の上でどういう絡みがあるのかもしれませんけ

れども、私としては、冒頭から申し上げたように、

副市長が全部やったということはありません。指

示を出して、庁内一丸となって、そのトップとし

て副市長が今回のこの補助金の見直し、あるいは

補正予算の積み上げ、こういうものについて担当

の職責の一部署を担ってきたと、こういうお話で

ございますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） そうですよね。我々議員も

選挙で選ばれてこの席に座って、市民の代表とし

て意見を言っているわけであって、副市長はただ

市長が任命しただけでありまして、先ほどの答弁

は本来ならば市長がやるべきであります。私はそ

う思っております。 

  先ほど審査会を踏まえてという話がありました

が、それで今回３年間審査をして、結局ゼロにし

たものがあったわけですよね。今度はまた審査会

の意見を聞く。それはちょっと審査会の人たちに

は申しわけないと私は思うんですけれども、その

辺の見解をお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 審査会の意見を改めて

聞いたということではございません。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） ３番にあります生活に密着

した施設の維持経費、また確保や市単独補助金を

ゼロベースにした見直しに対する前年度程度の増

額という話がありますが、実際、維持経費という

のは施設があるから維持経費があるというふうに
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私は認識しているんですけれども、それで間違い

ないでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 基本的にはその考えで

よろしいと思います。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） それをばっさりゼロベース

にするという考えは何だったのか、どこからそう

いう発想が来たのか見解をお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 特に施設の維持関係で

ございますけれども、特に修繕関係につきまして

は、目的がはっきりしているもの、これらにつき

ましてはつけさせていただいたと。目的がはっき

りしてなくて修繕費幾らというものについては、

これについては再度よく、どういったものに使う

かというふうな精査をしてくれというお話を申し

上げたところでございます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 公民館等々、そういう施設

も多分一気にゼロベースにしていたような補助金

見ましたけれども、本来ならばそういうのは切る

もんなんですか、お願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 先ほども言いましたよ

うに、目的が明確なものにつきましては予算をつ

けさせていただいております。目的が明確でない

もの、単なる修繕費というものについてはカット

をさせていただいたということでございます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 先ほどの答弁の中に、市民

から要望されたら補助金を出すとかお金を出すと

かという答弁に私は聞こえたんですけれども、要

するにいろいろな公的施設等々はもう運用がされ

ております。そこをゼロベースにするということ

は、私は、以前から思っていましたけれども、そ

の施設は要らないというような感じにも受け取っ

たところでもございます。 

  ３月当初予算は骨格予算という形で言っており

ましたが、今回の６月補正で肉づけ予算と言って

いますが、本来、肉づけというのはある程度予算

があったところに初めて予算をつける、それが私

肉づけだと思っておるんですけれども、その辺の

見解お願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 本来あった予算に肉づけ

を行いました。というのも、補助金ゼロベースと

いっても、必要なもの約12億のうち当初予算で８

億5,000万つけておりまして、その削った３億

5,000万を各団体と、私一人ではとてもお会いで

きませんので、庁内挙げてこの打ち合わせを重ね

て、そして納得のいく線で今回の補助金について

は肉づけを行ってきた、あるいは修繕費について

も、単に修繕費として計上すれば、今とりあえず

やるところないんだけれども、というのもあるわ

けです。目的がはっきりしないものについてはそ

の都度予算づけしますよと、こういう形で庁内に

は連絡が、そういう指示が通っておりますので、

それほど大きな、修繕費を出して削られたから施

設が要らないということではなくて、修繕費は、

目的のある修繕費についてはすべてつけてあると、

こう理解をしていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 先ほどある程度混乱を招い

たという答弁もありましたけれども、今回６月で

これだけの予算、普通に当初予算までには各10％
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ぐらいは引いて予算をつけておりますけれども、

私からしますと、それは肉づけじゃなくて、ただ

戻しただけという感じしか私は思っておりません。

どこが肉づけなのかというところでございます。 

  まず、骨格的予算という予算自体がとても中途

半端で危うい予算であった。それに対して可決を

してしまったという私ども議員としても、それは

謝らなきゃいけないところだと思っておりますが、

今回市長として骨格的予算はよかったのか、悪か

ったのか、お聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 相当の信念を持ってかか

らなければ、骨格的予算の提示を議会にするとい

うことは大変なことでありますから、もちろんよ

かったと信じて私は冒頭からそういう方針を持っ

て臨んでおりました。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） よかったという答弁しか出

ないのは当然だと思っております。 

  最初、予算等と補助金を見たときに愕然とした

のは、私は一応商工会青年部に所属しておりまし

て、西那須塩原のお祭り関係には満額近い、満額

に近いような補助金が与えられて、こちらの黒磯

に関して巻狩まつり、花火については全くのゼロ

ベースという、これだけ、今回、去年、本来去年

花火を行う予定なのは皆さんご承知かと思います。

震災等々でできなかったということであります。

ことし８月４日に３年ぶりに、皆さん待っていた

方もたくさんおります。３年ぶりに花火大会をや

らせていただいております。そこでゼロベースに

したという経緯、お聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（渡邉泰之君） 補助金の関係でございま

すけれども、かなり誤解をされているケースも多

いかと思うんですが、まず骨格的予算というもの

については、基本的には政策的な経費、それは補

助金もかなり入りますけれども、そういうものに

ついてはつけない。それはどういうような政策を

やっていくかということは市長が新しい形で１月

に決まった以上、その市長がまずきちんと判断し

てしかるべきだと、そういう形でつくっているわ

けです。 

  その上で、さはさりながら、４月に新年度当初

から予算がついていなければ事業の執行に支障が

出るようなもの、そういうものについては例外的

に一部つけていたという、そういう経緯がござい

ます。ですから、骨格予算ではなく、骨格的予算

という言い方をさせていただいていたわけです。 

  ですから、そこは決して補助金についてはゼロ

になったということは、それはその事業をやらな

いということではなくて、その事業については４

月の段階で予算がついていなくても、その後補正

予算でつけることで十分対応できるといった判断

でそういうふうになった経緯があります。 

  ですから、巻狩まつり等については秋にありま

すわけですから、それについて６月の今議会にお

いてそれに至るまでの間に補助金、基本的にはも

う補助金は支出することを前提に考えてはおりま

したけれども、ただ、それを幾らにするべきなの

か、そういうところの精査が必要であったという

ことから、まずは３月議会で当初予算で出したと

きには、そこの部分はゼロベースというふうにな

った次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 私としては、パフォーマン

スとしか見えないんですけれども、本来役所とし

て一番やってはいけない、市民に安心・安全、不
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安を与えないということが役所としての立場では

ないか、また首長としての立場ではないかと私は

思っております。 

  ④に対して、副市長のどのようなアドバイスを

行ったかという件に対してですが、先ほどの答弁

がそのとおりなのかなと思っておりますが、副市

長は高槻市におりまして、副市長１年いなかった

わけでしょうけれども、本来だったらば、１年じ

ゃなかなか自分がやりたいことなんていうのはで

きないと私は思っているんですけれども、また、

大体副市長というのは４年間というものを在籍期

間として考えております。副市長にとって、高槻

市でやり残したことというのは何かありましたら

見解お願いいたします。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君に申し上

げます。 

  ただいまの質問につきましては、通告外ですの

で、通告に基づいた質問に訂正をお願いいたしま

す。 

  ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 先ほど副市長からの余計な

答弁がありましたんで、私も余計な答弁してもよ

ろしいのかなと思ったのでちょっと話をしてみま

した。 

  先ほど給料の件なんですが、行財政改革を進め

るために給料を皆さん全額、全額じゃないや、あ

る程度精査したということなんですけれども、ず

っとその話は聞いておりますので、最後に聞きた

いのが、給料をカットするということが、本来、

前も、多分３月議会でもだれか議員の中でそうい

う話があったと思いますけれども、また今回聞か

せていただきたいんですが、今回給料をカットし

たということに対して、それが行政改革なのか、

それが財政健全化なのかお答えお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） この件については財政健

全化、あるいはそういう大上段に振りかぶって、

これで指数が幾つ変わるとかそういうことを計算

したことはございません。 

  先ほどの補助金とのつながりで、やっぱり義務

的経費がどんどんふえていく中で、どうしたら投

資的経費を１％でも上げられるかと、こういう形

の中で、議会に広く理解を求めて、そしてやって

いくのが筋ではありますが、自分のことは自分で

カットをして、通らなければカットになりません

が、議会も認めていただいた。 

  今回の副市長、教育長のカットを含めると、以

前から見て、４年間続くものと仮定すると、先日

ちょっと触れましたが、私どものカット分で七千

八百何十万、8,000万弱の経費が浮いてくると、

これは歳入にあるわけでございまして、こういう

ものをぜひ理解をしていただきたい。 

  補助金についても大変、百八十数団体に対して

厳しい言葉を、態度をとったかもしれませんが、

これによって１億と、こういう形で少しずつどこ

かで経費を浮かせていかないと、これは松田議員

も多分言っていると思うんですけれども、合併し

て合併特例債、これいつまでそのお金が交付税で

来るか、ことし、去年15億ぐらい交付税で入って

いるんですけれども、期間が過ぎればなくなっち

ゃうんですよ、この合併特例債の交付税措置。あ

るいは特にきついのは生産年齢人口、那須塩原も

平成27年までは人口がふえる市と、これ栃木県で

珍しい市、すばらしい状況なんですけれども、こ

れを過ぎると一挙に高齢化が進んで、市民税等に

も数億単位で影響が出てくる。 

  こういうものを考えると、今から少しでも財政

の健全化といっては、私の考えている健全化を市

政にも反映できたらなと、こういう強い思いがあ
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っての措置でございましたので、この点について

もご理解をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 次に入らせていただきます。 

  ２番です。那須塩原市の人事についてお伺いい

たします。 

  今回の人事異動によって新しい部署ができまし

た。どのような考えでこの体制を新設したのか。

そして、今後どのようにそれらを運営するのか伺

います。 

  また、今後外部からの人事を積極的に入れてい

くのか伺います。 

  ①新設部署設置の背景と目的を部署別に具体的

に伺います。 

  ②新設部署のスタートから２カ月間の進捗状況

をお伺いします。 

  ③外部から職員を採用した場合、既在職員のコ

ミュニケーションについて配慮を具体的に伺いま

す。 

  ④既に採用されている那須塩原の人事評価シス

テムが、今回の人事異動でどのように反映されて

いたのか伺います。 

  ⑤市長として今後の那須塩原市の人事の考え方

を伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） それでは、２の那須塩

原市の人事についてお答えをいたします。 

  まず、①の新設部署設置の背景と目的について

でございますけれども、本市の重要課題に対して

の方針を定め、特命事項を企画立案することを目

的に３名の政策審議監を配置したところでござい

ます。 

  具体的には、社会経済情勢の急激な変化や急速

に進展する少子高齢化、また東京電力福島第一原

発事故による放射能汚染への対応など、喫緊の重

要課題に対応するため、企画部には行財政改革担

当と少子高齢化対策担当の政策審議監を、そして

総務部には放射能対策担当政策審議監を配置した

ものであります。 

  また、組織機構改革における新設部署の設置に

つきましては、重点施策を機動的、効率的に推進

するため、保健福祉部の健康増進部門を独立させ

る形で保健課を健康増進課と国保年金課に改編す

るとともに、企画部市民協働推進課内に協働のま

ちづくり室、総務部総務課内に危機対策室、産業

観光部商工観光課内に雇用推進室を設置したとこ

ろでございます。 

  次に、②の進捗状況についてお答えをいたしま

す。 

  まず、行財政改革につきましては、効率的、効

果的な執行体制を確立するため、業務を分析した

上での組織機構の見直しと、適正職員数の検証を、

そして少子高齢化対策につきましては、今後の人

口減少社会を見据えた行政需要の検証を行ってい

るところでございます。今後は、庁内での検討組

織を設置し、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  放射能対策につきましては、除染実施計画に基

づきプロジェクトチームでの検討を踏まえ、具体

的な手法等を決定し、除染を実施していくことと

しております。 

  組織機構改革において新設された部署につきま

しても、各部署における課題解決に向け、施策を

推進しているところでございます。 

  次に、③の外部から採用した職員と既にいる職

員とのコミュニケーションについてお答えをいた

します。 

  今後、高度の専門知識を必要とする政策課題へ

の対応に当たっては、専門性の高い人材を広く内
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外から募集し、登用することとしており、登用後

は組織の一員として課題の解決に取り組むととも

に、組織の牽引役も担っていただくことになろう

かと思っております。そのためには、組織内での

コミュニケーションが不可欠であることは言うま

でもございません。 

  したがいまして、登用に当たりましては、高度

な専門知識のみならず、コミュニケーション能力

も重要であると考えております。登用後は既にい

る職員の能力開発や資質向上を図るためにも、十

分コミュニケーションをとりながら事務を進める

ようお願いをしたいと思っております。 

  次に、④の人事評価システムが今回の人事異動

でどのように反映されたかについてお答えいたし

ます。 

  今回、人事配置や昇任者などを検討するに当た

り、これまでの経歴や実績、その他の事情を考慮

する中で、人事評価の結果についても一つの参考

として活用をしております。 

  次に、⑤の今後の那須塩原市の人事の考え方と

のご質問でございますけれども、今後の人事の基

本的な考え方といたしましては、年功序列的な硬

直した人事を改め、抜擢人事や外部からの登用、

再任用の有効活用等も含めて、必要な人員配置、

転換を行うことにより、より一層の適材適所を進

め、組織力の向上、ひいては市役所のパフォーマ

ンスの向上を図ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 先ほどの副市長に対しての

不適切な発言を訂正させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  ２番について随時再質問させていただきます。

順不同になりますけれども、ほとんどが人事関係

のことなので、随時再質問をさせていただきます。 

  先ほどの答弁の中に、専門性の高い人材を幅広

く募集するという形の答弁をいただいたと思うん

ですけれども、私以前から思うんですけれども、

企業と行政はまず違うかなと私自身は思っており

ます。行政としての専門性はまだ別かなと思って

おります。 

  先ほどの登用することに、人材を登用する、そ

ういう特別な人材を登用するということは、当然

費用もかかりますし、費用はかかっていますし、

非常勤特別職という形も今後とっていくというお

話もあります。 

  本来、先ほどのモチベーションというところを

私深く話をさせていただきたいなと思っておるん

ですけれども、本来、外部から来た優秀な人材を

こちらに派遣していただきまして、いろいろな施

策、政策、事業等をやっていただくのは私は結構

だと思っております。ただ、短い期間なのか、長

い期間なのか、那須塩原市の人間であるならば私

は結構だと思っております。ただ、１年２年でま

た帰っていくような状況が続くことは、私いささ

か疑問に思っております。なぜならば、やはり市

という仕事、皆さん一生懸命仕事をやっている、
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それはわかっております。逆にいろいろな人が入

ってきた上で不具合等々起こる可能性があるよう

な気がします。その辺の見解を少しお伺いいたし

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 先ほど高度な専門的知

識をということを申し上げましたけれども、現在

どういったものを職種としてということで、現在

検討中でございますけれども、考えられるものと

しましては、観光業、農業、それと再生可能エネ

ルギー、これらについて専門的知識のある方とい

うことで考えておるところでございます。それで、

雇用の体系、どういった方をというものも含めま

して現在検討中でございます。 

  そういった中で、採用がされた場合には、先ほ

ども申し上げましたけれども、現在いる職員と十

分コミュニケーションをとっていただくと、あわ

せまして、今いる職員の資質向上のためにもご尽

力を賜ればというふうに考えているところでござ

います。 

  経費でございますけれども、これ勤務体系が、

毎日来ていただくものか、常勤、非常勤も含めて、

これらについても現在検討中でございます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 再質問させていただきます。 

  那須塩原市の市職員に関する人材育成基本方針

というのが多分定められていたかと思うんですけ

れども、実際定められているのかお聞かせくださ

い。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 人材育成基本方針、定

められております。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） やはりそういう方針がある

ということは―レベルの高い方を入れていくの

は私結構だと思っております。そこでも、やはり

生え抜きで那須塩原市の専門性を高めるためにも

人材育成、多分取り組んでいるのかなとは思って

おります。 

  専門的な人をぱっと入れれば早いのかもしれま

せんけれども、今後那須塩原市において、今後10

年、20年もうずっとそういう形式でやっていくと

なかなか育っていかないんではないかなと思って

いますので、ぜひとも若い職員等々を含めまして、

今後とも人材育成に頑張っていっていただきたい

なと思っております。 

  実際、先ほど３つの審議監ですか、分かれて今

２カ月ちょっと、なかなか成果なんていうのは出

なとは思うんですけれども、実際、今その現状で

多少なりとも不具合とかデメリット、メリットが

あればお伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 政策審議監が登用され

て２カ月ちょっとということで、それぞれに今業

務、具体的な取り組みも始まったというところで

ございまして、組織全体としてはまだその不具合

というものは感じておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 企画ですべてを統括してい

るというわけではなくて、部長の要するに下とい

う形の認識で私は考えているんですけれども、そ

れでよろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 政策審議監の位置づけ

ということになろうかと思うんですけれども、部
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長級の参事としてのスタッフ職ということでござ

いまして、答弁にもありましたけれども、市長、

副市長の命を受けまして職務を遂行していくとい

う形になってございます。部での位置づけにつき

ましては、ラインではございませんので、部に配

属というふうになっておりますけれども、部長等

と連携をしながら業務を遂行していくという形を

とってございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） そうしますと、中間にいる

という形で特別性を持った方がそこにいるという

形はわかっているんですけれども、実際、これは

私が考えているだけの話なんですけれども、そこ

に３人の審議監がいるということは、私はいいと

思うんですけれども、実際その下に部下がいるの

かいないのか、その辺お伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 特に政策審議監におい

て部下がいるということではございません。ただ、

業務を遂行する上で簡単な事務的な処理等もござ

いますので、企画部においては企画情報課の職員

をそれぞれつけてございます。また、これから業

務を遂行していく上ではプロジェクトチームを活

用してということで考えております。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） そうすると兼務をしている

という形で受け取ってよろしいという形でよろし

いんですよね。 

  なかなか兼務にもいろいろあるとは思いますけ

れども、今那須塩原市ではいろいろなプロジェク

トチームを立ち上げている状況だと認識しており

ますが、そのプロジェクトチームというのはある

意味特化した事業とか、特化した政策というのに

対して取り組むのがプロジェクトチームは私は認

識しているんですけれども、多分職員の中で自分

が担当している仕事の延長としてプロジェクトチ

ームに入っているという認識でよろしいんでしょ

うかお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） プロジェクトチーム員

の業務の関係でございますけれども、兼務をして

いるという形で、特別にそのプロジェクトチーム

に専属しているということではございません。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） そうしますと、特に放射能

関係の部署とする審議監、担当だけでやっている

ようなところは、かなりボリュームがあるとは思

うんですけれども、その辺はうまく調整されてい

るのかされていないのかお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 放射能担当の審議監に

つきましては、総務課内に危機対策室がございま

す。危機対策室の中でも放射能担当という者が、

３人の職員がついております。そちらと連携を図

りながら放射能対策を進めているという状況でご

ざいます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 今３人という中で、またそ

の３人の中でまた違うプロジェクトチームに入る

とかという、そういうダブルで兼務するというこ

ともあり得るんですかお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） この危機対策室の放射

能担当の３人につきましては、放射能関係でも５

つのプロジェクトチームがあるわけでございます。
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それらを総括するような位置づけとしてプロジェ

クトチームにも加わっております。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 先ほど５つというかなりボ

リュームがあるとは思うんですけれども、本来の

業務というのは、多分プロジェクト以外のものが

本来の多分、プロジェクトチームが本来じゃない

という言い方じゃないんですけれども、本来の仕

事がそれだけのボリュームをこなすという形を今

後、放射能はずっと多分置いておく部署なのかな

と思うんですけれども、そうするならば、やはり

部を別にして、それに対して職員を一緒に張りつ

けるという形のほうが、私の考えではそのほうが

スムーズになるんじゃないか。 

  よく私も考えたんですけれども、審議監と部長

との立場というものあるじゃないですか、その中

で２つとも同時にやりとりをするという形に私見

受けられたので、少し言葉ではあれなんですけれ

ども、二重行政のような形ではないのかななんて

形を私思っているんですが、その辺はどうでしょ

うか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 二重行政という考えは

特に持ってはございません。先ほど言いましたよ

うに、課内室という位置づけでございますので、

当然総務部の中に総務課がある、その中に課内室

という位置づけでございます。そういったことで、

たまたま審議監は放射能に特化をして事務をやっ

ていただいているというような位置づけでござい

ますので、それらにつきましては審議監のほうと

私のほうでも十分連携を図りながら事務を進めて

おるという状況でございます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） そういうことじゃないとい

うことでわかりました。 

  ちょっと私いろいろラインというんですか、そ

ういう、何というんですか、書いてあるやつは、

ラインというんですか、いろいろこういうふうに

なっているやつは何ですか。それを見ますと、少

子高齢化対策担当というのがありますよね、これ

っというのはなぜ企画のほうに入っているのかそ

れだけお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 先ほど来人口の減少と

いうふうなことで言われておりますけれども、平

成27年をピークに本市の人口も減少していくと。

また、そういったことによって少子高齢化がさら

に進行していくというふうに予想されておりまし

て、早急にそういったことへの対応が必要だとい

うことで、ただ単に少子高齢化の事務事業の見直

しというところだけではなくて、大きなまちづく

りという視点から少子高齢化を考えていくという

ようなことから、企画部に配属になってございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） そうですね、大きなくくり

として全体が見られるというような形でそういう

ところの部署を入れているんだという意見でござ

いますね。そうしましたら、まだ僕よくわからな

いんですけれども、庁議とか、また部長会議等々

には、この審議監というのは一緒に参加して話を

するのかお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 政策の決定等にかかわ

る庁議、また部長会議等におきましては政策審議

監も入ってございます。 
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○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 全体を見なきゃいけないと

いうんですから、当然といえば当然かなとは思っ

ておりました。 

  今後、いろいろな人事まだスタートしたばかり

だと思いますけれども、一番那須塩原市にとって

適材適所、一番いい人材の育成を、育成もそうな

んですけれども、まず職員のモチベーションが下

がらないような形をとっていただくことが大先決

だと思っております。 

  職員のモチベーションが下がれば、やはり行政

のサービスとしても低下する可能性もなきにしも

あらずだと私は思っておりますので、そこはやは

り市職員、また市長、副市長を初め皆さんがどう

今後那須塩原市にとって、市民に対してどういう

行政サービスをしていくのかということを真剣に

取り組んでいただきたいと思っております。 

  それで次に移りたいと思います。 

  ３番、那須塩原市のバックアップ体制について

伺います。 

  昨年の大震災により津波に襲われた庁舎はもと

より、まち全体がなくなるという光景を目の当た

りにしたのは記憶に新しいが、那須塩原市もいつ

いかなる場合にこのような大惨事に見舞われるの

か予想がつかない状況を踏まえ、特にネットワー

クシステムのバックアップ体制を伺います。 

  ①現在のネットワークシステムについて伺いま

す。また、新しい取り組みがあるのか伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） ３番の那須塩原市のバ

ックアップ体制について、現在のネットワークシ

ステムと新しい取り組みについてお答えをさせて

いただきます。 

  職員が使用するネットワークシステムは大きな

くくりで申し上げますと、メールとかグループウ

ェア、ファイル等、一般的な事務に利用する情報

系のネットワークシステムと、住民記録や税とい

った業務に利用する基幹系のネットワークシステ

ムがございます。 

  システムの中心となるサーバーのうち住民記録

や税といった主要なものについては、複数設置す

ることで機器の故障に対処するとともに、データ

については磁気テープ等にバックアップをとり、

万が一に備えているところでございます。 

  また、新しい取り組みといたしましては、昨年

の震災を踏まえまして、今月から基幹系の一部デ

ータについて、民間のデータセンター内に専用回

線を利用しました定期的にデータのバックアップ

を行っているところでございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） 本当に昨年の大震災で庁舎

丸ごとなくなったというのは記憶が新しいかと思

っております。 

  今、多分那須塩原市のネットワークシステムと

いうのはある業者の入札で、ある程度ソフトの面

とか、またサーバーの件はそこに一括として頼ん

でいるとは思っております。実際、先ほど６月か

らのデータを一部民間にバックアップをしていた

だくというんですけれども、その民間、那須塩原

市内に置いてあるのか、外なのか、その件だけお

願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） ６月から始まった二次

のバックアップにつきましては、本市に置いて言

いますと、地震等、同時に被災ということも考え

られますので、別な場所になっております。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 
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○３番（松田寛人君） どこにというのは秘密なの

で、それは聞かないことになっておりますので。 

  以前から、今副市長ももといたところ、総務省

でございますが、私国交省にいたころ、当時総務

省では総務省一丸となってクラウド化を地方に進

めていたかなと思っております。実際、もし那須

塩原市、今小山が何かそのような話をしていたよ

うな気がするんですけれども、クラウド化に関し

てどう思って、どう思ってというか、取り入れを

していくのかしていかないのかお聞かせください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） クラウドコンピューテ

ィングに関することについてのご質問ですけれど

も、クラウドコンピューティングにつきましては

高性能のサーバーを多数設置したデータセンター

に機器ソフトやデータなどを集約し、それをイン

ターネット経由で利用するというコンピューター

の利用形態の一つだということで、2006年ごろか

らクラウドコンピューティングという名前が使わ

れてきていると聞いております。 

  既に、意識せずにインターネット上でサービス

を利用している場合、クラウド化されているとい

うことで、本市でも現実的にはみるメールという

のはクラウドコンピューティングの利用形態だと

いうことでございます。 

  住民記録とか税情報とか自治体向けのものを通

称自治体クラウドといっておりますけれども、先

ほど議員からありましたように、総務省2009年ご

ろから実証が始まったということで、昨年の東日

本大震災、災害等への対応として独自でサーバー

を持たないというようなこと、またコストが低コ

ストで利用できるというようなことから注目を浴

びてきているところでございます。 

  また、本市におきましては平成27年１月に今の

ネットワークシステムが更新されるということで、

現在自治体クラウドのメリット、デメリット等に

ついて検討を行っておりまして、今後必要に応じ

て専門的な知識も必要だということで、コンサル

等も入れるということも視野に入れながら検討を

していきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） ぜひというわけではないん

ですけれども、いろいろデメリット、メリットあ

りますので、それが本当にクラウド化にしたこと

によって本当にいいのかというのは、まだわから

ない未知の世界だと思いますけれども、実際、那

須塩原市も多分３年おきか何かぐらいにはソフト、

また機械等を更新するという形を多分とる、普通

はとるはずなんですけれども、とっているその予

算、経費ですよね、とクラウド化にした場合の経

費というのは試算があればでいいんで、もし、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） コストの比較というこ

とでございます。まだ、そこまで詳細なものは計

算はしておりません。 

  ただ、今まで導入してきたところ等の実態を見

ますと、導入の仕方によりましても、独自で導入

していくのか、複数の自治体が一緒になって推進

していくのかということでも大分変わってくると

いうふうには思っていましたけれども、２割ぐら

いの削減があるというところもあれば、運営経費

はほとんど変わらないというようなところもある

というふうに聞いております。 

○議長（君島一郎君） ３番、松田寛人君。 

○３番（松田寛人君） わかりました。どういう形

でとるのか、その辺を具体的な考えで、どちらを

優先して今後那須塩原市のそういうバックアップ
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体制にとって何が一番いいのかというものをよく

考えた上で、導入するなら導入する、今の現状で

いいならば今の現状でいいと私は思っております

ので、今後それで検討していくという今答弁をい

ただきましたので、ぜひ検討して、何がいいのか、

職員も住民もそうなんですけれども、何が一番使

いやすいのか、わかりやすいのかというのを十分

検討した上で、そのようなものをもし使うならば

使っていただきたいなと思っております。 

  以上で私の質問は終わります。 

  いろいろ先ほどお騒がせしましたが、今後那須

塩原市政、阿久津市政で一生懸命頑張っていって

いただきたいと思いますので、今後いろいろな答

弁、発言には、首長としてやはり発言というのは

重いと思っております。多分、私自身、県議会と

は首長とは全く違うと私は思っておりますので、

しっかりやっていただきたいと思っておりますの

で、今後ともよろしくお願いを申し上げまして、

私の一般質問を終わらさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 以上で３番、松田寛人君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

    ◇ 髙 久 好 一 君 

○議長（君島一郎君） 次に、10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 皆さん、こんにちは。10

番、髙久好一です。 

  ただいまから一般質問を始めます。 

  １、被災後の支援対策についてです。 

  震災に続く東電福島原発による放射能汚染から

の対策と復興が進められる中、県内でも竜巻、突

風による被害が発生し、支援と復旧・復興が進め

られています。 

  ①です。震災・原発事故から復興を目指す市民

や地域への支援は充分に行われたと考えています

か。 

  ②農作物や山菜が放射能汚染により出荷・販売

できない状況があり、支援はどのように行われて

いますか。 

  ③です。地域の催し、イベントなどの様子から、

回復のおくれを感じています。市はどのような支

援策を考えていますか。 

  以上、３点について市の考えを求めるものです。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 髙久好一議員の質問にお

答えいたします。 

  被災後の支援対策で、震災、原発事故による市

民や地域への支援は充分に行われたかと、これに

ついてお答えをいたします。 

  東日本大震災では、本市においても東京電力福

島第一原子力発電所事故の放射能汚染や風評被害

を含め、家屋・家財道具の破損や農業、商業、工

業、観光業など市民生活や産業関係にさまざまな

被害が出ておりました。これらの被害に対して、

市民や地域に対してどのような分野において支援

策を実施して、それぞれの分野において支援策を

実施してまいりました。 

  まず、住宅に被害を受けた市民に対しては、応

急復旧等の修繕工事費用の一部を支援することを

目的に、住宅修繕支援金制度を独自に立ち上げた

ほか、住宅の建てかえや補修の際に銀行等から借

り入れする場合、その利子を補給する被災住宅再

建等支援事業も実施いたしました。 

  また、破損住宅等から排出されたかわら、大谷

石、木くずなどの災害瓦れきについては、震災発

生翌日の３月12日から本年３月５日までの約１年
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間にわたり無料での受け入れを行ってまいりまし

た。 

  被災者に対する市税等の減免については、家屋

にかかわる固定資産税及び都市計画税を初め市民

税、国保税、介護保険料や後期高齢者医療保険料

において、被災の程度に応じた減額や免除を行っ

てまいりました。 

  その他被災者の保険請求などに使用する家屋の

罹災証明や、高速道路無料通行の措置がとられた

際の無料通行に必要な被災証明の発行を行い、被

災者への支援を行ってきました。 

  次に、原発事故に伴う被害についてであります

が、影響が大きかったものといえば、何といって

も放射能にかかわる風評被害ではなかったかと思

います。特に農畜産業、観光業において売上高や

観光客の入れ込み数の大幅な減少など、大きなダ

メージを受けています。 

  このような状況の中、官民協力して市の産業復

興を行おうと、１億円キャッシュバックキャンペ

ーンのほか各種イベントにおける風評被害払拭の

ための安心・安全キャンペーンなどを広く展開い

たしました。 

  これらの被災者への生活再建支援策や各種事業

を通して、市の復興に取り組んでまいりましたが、

約１年間という考慮すれば、十分とは言えないま

でもある程度の支援は行われたのではないかと考

えております。 

  次に、農作物や山菜が放射能汚染により、出荷、

販売ができない状況にあり、支援はどのように行

ったかについてもお答えいたします。 

  県のモニタリング検査の結果、基準値を超えた

品目については国の指示に基づき出荷自粛の措置

がとられ、生産者は出荷販売ができなくなります。

これらの生産者に対する支援としては、東京電力

に対する損害賠償請求にかかわる相談業務や事務

手続がありますが、市では農産物直売所や個人出

荷者を対象に相談業務や請求書類作成の支援を行

っており、引き続き迅速に対応してまいります。 

  ③の地域の催し、イベントなどの様子から、回

復のおくれを感じている。市はどう支援するのか

ということにもお答えいたします。 

  昨年５月には市内２つの道の駅を会場に、農畜

産物安全・安心キャンペーンを開催し、その場で

市長が市内農産物の安全宣言をいたしました。そ

れ以降市内で開催されるイベント等においても、

来場者に市内農畜産物を使用した巻狩鍋や那須和

牛焼肉を試食をしていただくなど、市内の農畜産

物の安心・安全を引き続いてＰＲをしております。 

  本年５月５日には、道の駅の湯の香しおばらで

行ったＰＲイベントでは、来場者が3,000人に上

り、東京電力福島第一原子力発電所事故以来の来

場者数に戻りつつあると、こういう感じも受けま

した。引き続き積極的に農畜産物の安心・安全の

ＰＲに努めてまいります。 

  また、参考までに、この５月を前にした湯けむ

りマラソン等についても、これについては平成19

年から参加者が年々増加の傾向にありまして、こ

としは親子連れを含めた1,988人、過去最大の方

がマラソンにも参加をしていただきました。 

  このような状況ですのでご理解をいただきたい

と思います。 

  第１回目の答弁にいたします。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

順次再質問していきたいと思います。 

  市長の答弁にいろいろありまして、大体はつか

めたと思っています。被災から市の設備、放射能

対策を進めながら新たな対策も進める必要がある

と思いますが、今大体１年間の歩みというのが市

長のほうから答弁されました。そうした中で、①
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からしっかりとやっていきたいと思います。 

  震災と原発の対策を進めていけばいいと、そう

いう思いでいましたが、最近になって、茨城と県

南の真岡、益子、茂木などを襲った竜巻と突風と

いうのを、新たなこういう災害もある。竜巻はア

メリカのような広大な地域にしか発生しないと思

い込んでいましたが、日本でも起きることを改め

て確認しました。 

  40年前、私の地元の鍋掛でも住宅、納屋などが

全壊、半壊、一部損壊を含めると約10棟が竜巻の

被害を受けて、下敷きになってけが人も出たとい

う記憶があります。那須塩原でも近日土砂災害の

避難訓練や東那須野西通りアンダーの冠水訓練が

行われました。皆さんもご存じのことと思います。 

  そこで伺います。自治体の防災訓練や、新たに

落雷を含めた竜巻、突風対策を行っている自治体

や学校では避難訓練の様子がテレビで放送されて

いました。これから落雷の季節になります。この

落雷対策と切り離せなくなった竜巻、突風の対策

と訓練を加える必要があるかと思います。市の考

えを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 落雷及び竜巻関連の防

災訓練ということでございますけれども、現在、

市の地域防災計画におきましても竜巻等のものに

ついてはまだ明確に打ち出されてはおらないとい

う状況でもございます。そういった中で、今後当

然そういった被害も予想されるわけでございます

ので、どういった防災訓練ができるかについては

今後研究をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） まだ明確になっていない

というところでの、これからの検討という答弁で

ございました。確かに震災も長い歴史の中でと、

原発事故も30年間私たちの党は危険だよと言って

きました中で起こったということがあります。そ

ういうスパンでいけば、竜巻も、私が経験した中

でも40年ぐらいうちにあるのかなという感じがあ

ります。ぜひ、しっかりとこの対策をとっていた

だきたいと思います。 

  ①を終わりまして、②に入りたいと思います。

生産された農産物、販売ができないと、市長のほ

うから細かな答弁がされました。農家のための支

援、賠償対策について聞きました。農産物、今年

度になって新しい基準に対応したより安全な作物

を生産するための対策と周知と、出荷、販売でき

ない生産者への支援が求められています。答弁の

とおりです。損害の賠償請求は、市や町は県の基

本方針に沿って、農協や商工会、観光協会などは

まとめてそれぞれ賠償請求をしているという答弁

も先日ありました。 

  そういう中で、以前から私は市民が個人でも賠

償請求できるよう、市に請求のひな形をつくって

ほしいと、こう求めてまいりました。市で、生産

組合や団体に属さない９件の請求を取り次いだと

の答弁がきのうありました。ほとんどが農家で生

産されたものというお話でございました。 

  私のほうでも今まで市民が賠償請求するための

具体的な相談はありませんでした。しかし、最近

になって地元のお寺、ここから、葬式の際に使う

庭の除染を行ったと、東電の指示に従って請求を

したが、３カ月待たされたあげく、応じられない

という通知があって苦慮しているという話がまい

りました。 

  こうした事例がこれからも出てくることが考え

られます。市には市民からこうした相談がなかっ

たのか、市の対応と考えを聞かせていただきたい

と思います。 
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○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 現在、個人でもう既に、

例えば除染を行った方などもいらっしゃいます。

そういった方たちの損害賠償的なものについて、

まだ市として明確な方針を持ってございません。

現在、それらも含めてプロジェクトチームの中で

検討しておるという状況でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） プロジェクトチームの中

で現在検討中ということでございました。これか

らこういったことが相当出てくるんだと私思って

おりますが、ぜひ強力にこれ進めていっていただ

きたいと思っています。市民はそういう市の姿勢

はしっかりと受けとめてくれると思いますんで、

ぜひここを強力に進めていただきたい、そういう

ふうにお願いしたいと思います。 

  ③に入ります。地域の催し、イベントの問題で

す。 

  市長のほうから湯けむりマラソン、最高の人数

が集まったよという答弁がありました。過去最大

の人数がというふうに伺いました。安心したとこ

ろです。 

  昨年１月から12月の県内の入り込み客数は、

2010年に比べて1,092万人減少と、日光市では275

万人減、那須塩原市で224万人減、那須町では124

万人減など22市町で減少しました。一方で、11年

に道の駅がオープンした下野市と矢板市など４市

町は増加しています。県観光交流課によると、こ

としのゴールデンウイークの期間中の宿泊者数は

11年に比べて、去年に比べて90％から110％程度

だと言います。 

  福田知事は、５月15日の記者会見で、観光地に

よって幅が出たが、全体的には前年並み、伸び悩

みの状況だと、こう言っています。 

  湯けむりマラソンの参加者、さっき出ました、

放射能が低い塩原温泉ということが参加者には伝

わったかなと、こういう思いしています。那須温

泉でも入り込み客数が昨年に比べれば102％にな

ると。一昨年に比べると90％程度。近隣の市町の

状況、こういう状態です。 

  こうした中、新幹線開業30周年にあわせ、新幹

線一編成を貸し切って都内に誘客に乗り出す、新

幹線に乗って誘客キャラバンでは500人の目標が、

きのうの報告で360人と、こういう報告がありま

した。 

  そこで伺いたいと思います。こうしたみずから

の地域の経済問題、しっかりと受けとめて、東那

須野商工会が中心に進められておると聞いていま

すが、以前から新聞に苦戦している様子が報道さ

れています。市に商工会からの支援や相談はあっ

たのか、どのように対応しているのか市の考えを

聞かせていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのなすし

おばら元気アップフェスタについての応募状況が

思わしくなかった中で、どのような対応をしたの

かというふうなお尋ねでございますけれども、昨

日、相馬議員にもお答え申し上げましたが、360

人ということでお話をさせていただきました。 

  市といたしましては、やはり経済団体が企画し

た事業ということで、本当に大いにありがたい、

しかもこの地域をアピールできる絶好のチャンス

ということで認識をいたしておりました。 

  企画自体は市に話が入ります前に、商工会青年

部のほうで立案をしまして段取りされたようでご

ざいます。その後、市のほうに話がございまして、

市といたしまして、それを受けまして庁内でのチ

ラシの配布とか、関係者に対するチラシの配布等
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についてお手伝いをさせていただいたという経緯

はございます。さらに、庁内の職員に対しまして

も、こういう機会があるので、できるだけ都合の

つく方は、自費とはなりますけれども、参加をい

ただくようにというようなお知らせもさせていた

だいたところでございます。 

  さらに、７月１日につきましては、まだ定員も

ございますので、引き続き募集のお手伝いをさせ

ていただきたいというふうに思っておりますが、

昨日もお答え申し上げましたように、当日は栃木

県と一体となって東京駅でＰＲできるという機会

がございますので、大いにそちらではこの那須地

域全体のアピールを図っていきたいというふうに

考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） きのう、相馬議員の質問

に今の部長の答弁がありました。私も安心しなが

ら聞いておりました。私のほうは、こうした取り

組みが、私たちも過去に列車１編成を借り切って

東京にというような企画をしたことがあります。

大変苦労しました。この企画が出たときに、まず

頑張ってほしいと、そういう思いでいっぱいにな

りました。 

  県や那須町のイベントも連携できると、そうい

う見通しがあると聞いて安心したところです。市

内のもちつき保存会が那須塩原市駅でこのイベン

トに合わせてもちつきで参加するというような、

こういう情報も私のほうに入りました。部長も言

っていましたが、実にありがたいという思いです。

こうしたみずからの地域の将来を自分たちで切り

開こうという、こうした意欲的な催しにはぜひ市

にも強力な支援を求めておきたいと思います。 

  以上でこの項の質問を終わります。 

  続いて、２番に入ります。 

  地籍調査の進捗についてです。 

  震災を受け、地域により進捗の異なる市の地籍

調査の現状と課題について伺うものです。 

  ①です。地籍調査の進捗と完了が、被災後の復

興を早める基盤になると思いますが、市はどうと

らえていますか。 

  ②です。今後の地籍調査を早める計画を国へ要

望すべきであると考えますが、市はどう考えてい

ますか。 

  以上、２点について伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 私から、２の地籍

調査について２点のご質問をいただいております

ので、順次お答えいたします。 

  ①の地籍調査の成果が復興を早める基盤になる

と思うが、市はどうとらえているのかについてお

答えいたします。 

  地籍調査は国土調査法に基づく国の重要な施策

の一つで、土地に関する戸籍調査とも言われてお

ります。調査は１筆ごとの土地について、所有者

と立ち会いを行い、土地の境界等を確定するもの

です。その境界は座標値として管理されることに

なりますので、自然災害等で境界ぐいが亡失した

場合でも、短期間で復元することが可能となりま

す。 

  このようなことから、被災地の迅速な復旧・復

興等において地籍調査は極めて有効であると言わ

れております。 

  次に、②の地籍調査を早める計画を国へ要望す

べきと考えるが、市はどう考えているのかについ

てお答えします。 

  本市では、平成31年度が最終年度となる第６次

国土調査事業10カ年計画に基づいて、現在那須塩

原駅東側地区の調査を進めております。今後もこ
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の計画に沿って取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  ご質問の計画を早めることにつきましては、現

在国県補助事業を導入して事業を実施しておりま

すので、引き続き国県予算の増額確保に向けて積

極的に働きかけてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

昼食のため休憩いたします。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁がありました。国の

重要な施策で短期的に数値を確定するのに有効だ

ということです。 

  ①から再質問していきたいと思います。 

  震災後、調査していなかった自治体が調査を開

始するという県内市町の報道もある中、阪神大震

災では、地籍調査が未実施のため土地の境界策定

に時間がかかるなどして、復旧がおくれた地区が

あったと聞いています。阪神大震災の教訓も含め、

東北の震災被災地はほとんどが地籍調査が完了し

ており、復興が比較的早まるという話も聞いてい

ます。 

  市内の進捗状況です。西那須野地区は100％完

了、塩原地区76％、黒磯が35％と聞いています。

現在市が行っている地籍調査の面積は１年当たり

１㎢、100㏊の割合で進められています。 

  ここから質問です。調査をしなければならない

面積は、約140㎢と聞いています。ということは、

現在の進捗程度で進めていくと、完了まで140年

要するということになります。市は被災後もこの

ような進捗率で事業を進めていく考えなのでしょ

うか。見直しを含めた考えを聞かせていただきた

いと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） ただいまのご質問

でございますけれども、かなり年数がかかるとい

うふうなことでのお尋ねです。現在進めておりま

すいわゆる計画というのは、国の第６次10カ年計

画に基づいて実施をさせていただいております。

この10カ年の調査予定面積が7.28㎢ということで、

現在進めているところでございます。 

  これを見直しをというふうなことでございます

けれども、これは既に県を通じまして国のほうか

らいわゆる認可のおりた調査計画というふうなこ

とでございますので、今後もこの計画に基づいて

調査を進めさせていただきたいというふうに思っ

ていますが、国県補助事業を導入して実施してい

るというふうなことでございますので、その補助

の動向にも左右されるということがございますが、

先ほどもご答弁申し上げましたように、補助金の

確保に向けては積極的に働きかけていきたいとい

うふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 国の計画に沿って、今後

もこのまま進めていきたいというお話でございま

した。要望もしていくということです。 

  次に進みたいと思います。ちょっと答弁が私の

質問設定より先に行ったところもありますが、う

まく調節しながらやっていきたいと思います。 

  地籍調査の拡充と促進が、国会において２年前、

全会一致で議決されました。市内でも調査事業が
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進められていますが、進捗を早める国への要望に

ついて聞きました。先ほど部長が答弁されたとお

り、皆さんもご存じのとおり、地籍調査は土地の

戸籍です。市の財源となる正確な課税を行うため

にも重要です。 

  そこで、伺っていきたいと思います。24年度の

市の地籍調査の予算は1,400万と聞いています。

事業費の負担割合の内訳は、国50％、県25％、市

の負担分25％です。全体で1,400万でしょうか、

市の負担分が1,400万でしょうか。答えていただ

きたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（斉藤一太君） 平成24年度の当初

予算につきましては、1,400万弱というふうなこ

とでございます。その中の補助の割合につきまし

ては、そのうち約四百数十万は市単独費用という

ことで見てございます。残りが国の補助対象事業

費ということで設定してございます。 

  その市の単独費の考え方でございますけれども、

地籍調査を進める上において、当該調査対象地区

においては、前年度に素図の作成ということを行

います。今ある地図を、いわゆる集積をさせて、

地籍調査用のもととなる素図というのを作成いた

します。その素図につきましては、補助対象経費

ということにはなってございませんので、基本的

にはその調査にかかわる分が補助対象経費という

ことで、見ていただいているものでございます。

補助基本額に対して、国が２分の１、それから県

が４分の１の補助率ということでございますので、

歳入ベースでは４分の３の補助率というふうなこ

とになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 市の負担割合はというこ

とで、今お伺いしました。市の負担分は400万と、

1,400万のうちのそういうところだと。素図の作

成のための費用はその中に含まれていないという

話でございました。 

  ２年前の私の質問は、国が全会一致で議決した

のだから、厳しい経済情勢の中だからこそ、市は

４分の１の予算をつくり、おくれている地域の事

業を、経済対策の面からも早急に進めるよう求め

たものでした。 

  今回は、震災対策と経済対策の両面から考えを

求めるものです。全国の進捗率は、２年前の資料

でも約５割程度にとどまっていると言われていま

す。そこで、国会の議決が行われたわけです。議

決の内容は、今次の計画では、特に作業がおくれ

ている都市部や山林部など、地域、目的、目標を

新たに示し、自治体に迅速な作業を促すと国土交

通省はしています。現在の那須塩原市の全体にお

いての進捗率は55.5％、ほぼ全国並みと聞いてい

ます。 

  そこで、伺いたいと思います。阿久津新市長に

かわって、地域によって進捗に差がある、こうし

た事業の精査、見直しは行われるのでしょうか。

また、国への要望はどのように行われたのか、変

わった点があったら、聞かせていただきたいと思

います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 今、知らないこと、この

ままいくと140年、もしかするとこの議場にいる

人はだれも見届けることができないと、そういう

感じを、ああ随分かかるんだなと聞いておりまし

た。 

  ただ、この地籍調査については濃淡があって、

進んでいるところと、これからだんだん東那須野

地域をやって黒磯にだんだん戻ってくる、帰って
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くると、こういう状況になっておりますけれども、

これを、では市で単独で一挙にやったらというこ

ともなかなかちょっと難しい条件がありまして、

そういう意味では、先ほど部長が答弁したように、

私としても、改まってこの件で国県に出向いてお

願いをしたことはまだございません。そういう反

省も踏まえながら、今後この重要な施策を一日も

早くスピードを上げて進捗するように、この国県

の補助事業、こういうものの積極的な導入に向け

て要望の強化をしていきたいと思っています。 

  それと、直接ではないのですけれども、こうい

うさまざまな問題で、髙久議員からは極めて厳し

い指摘をいただき続けて、就任以来おります。私

は赤旗の愛読者ではなくて、購読者で、二十数年

来目を通しておりますけれども、自分が厳しく批

判されているのを、どう理解していいかなと思っ

ておりましたが、これは、まあ頑張れという声の

一つだと受けとめて、今後もこれと直接関係あり

ませんが、市長職には精進をしたいと思っていま

すので、どうぞご理解いただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 市長のほうから答弁をい

ただきました。市単独では難しい。でも、早く進

めるための要望は強化したいということです。私

たちもしっかり正確に受けとめて、反映していき

たいと、そのように考えております。 

  質問を先に進めていきます。私の質問には、多

くの県や国への要望があります。市の行う事業に、

国や県との負担割合がかかわるものが多いからで

す。市長には、さらに伺っていきたいと思います。 

  県の財政が厳しいので、地籍調査の予算を県が

絞っていると言われています。地籍調査を迅速に

行うよう国の決議があったにもかかわらず、栃木

県での調査が進まないとの指摘があります。県に

も進捗率を上げるよう、要望をしなければならな

いと思います。市長には強い力で県に働きかけを

してもらわねばなりません。市長の考えを聞かせ

てください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） これも、私、ちょっと初

めて耳にしたんですけれども、県の財政が厳しい

ために本当に受けることを拒否しているのか、拒

否ではなくて絞っているのかと、こういう質問だ

ったと思いますが、現実としては、公共工事等で

各県で今起こっています。 

  栃木県の場合は、公共工事が出た場合に、これ

をちょっと種銭がないのでお断りしますといった、

昨年の12月まで、私、議員やっていてそういうこ

とはありませんでした。ただ、この地籍調査につ

いては余り話題になったことがありませんでした

ので、その実態はわかりません。わかりませんが、

先ほど申し上げましたように、国と県のお金を導

入して、４分の１を市で出してやっている事業で

すので、国だけではなくて県についてもただいま

のご意見等を踏まえて、より積極的に陳情をして

みたいと考えております。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁、ありがとうござい

ました。ぜひ力を発揮していただきたいと思いま

す。 

  今年度の当市の計画は、大震災の後どのように

是正されるのか、見直しはあるのか、興味を持っ

て見てきました。全国の進捗状況や国会決議に照

らして、市の計画は順当なのか、６月の補正予算

を見渡したのですが、事業の追加計上はありませ

んでした。国は決議を行って、自治体に迅速な作

業を促すとしています。市には、県の決議に沿っ

て市中心部や山林部の地域別目標を新たに計画し、

迅速な事業を進捗するよう、強く求めるものです。 
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  以上で、この項の質問を終わります。 

  続いて、３の福祉行政についてです。骨格予算

による市単独補助金の補助金や、福祉予算の削減

が行われ、市民の厳しい批判から肉づけによる一

定の見直しが行われました。市民への影響をどの

ように予測しているのかを伺うものです。 

  ①福祉タクシー券の発券状況と、市民生活の現

状をどのように把握していますか。 

  ②です。診療、健診の手控えによるおくれや重

症化、ひきこもりによる影響など調べる考えはあ

りますか。 

  ③必要と認識された精査とは、どのように行わ

れ、市民や団体の意見の反映は十分と考えていま

すか。 

  以上、３点について市の考えを求めるものです。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） ３点目の福祉行政

についてのご質問に順次お答えを申し上げます。 

  まず、①の福祉タクシー券の発券状況と市民生

活の現状をどのように把握しているかについて、

お答えを申し上げます。福祉タクシー券のうち、

高齢者外出支援タクシー券の交付状況でございま

すが、４月末現在で2,105件となっております。

前年度の総数と比べますと、100件少ない状況と

なってございます。また、４月分のタクシー券の

利用状況でございますけれども、376万6,970円で

ございまして、昨年の４月分と比較して147万

4,900円の減となっております。 

  次に②の診療、健診の手控えによるおくれや重

症化、ひきこもりによる影響などを調べる考えは

とのことでございますが、高齢者の外出支援タク

シー券は、高齢者の閉じこもり防止を主とした、

あらゆる外出機会の移動手段を確保することが目

的でございます。そういうことですので、診療、

健診等の利用に特化した形の調べについては、現

在のところ行う考えはございません。 

  次に、③の必要と確認された精査とは、どのよ

うに行われ、市民や団体の意見の反映は十分と考

えているかとのことでございますが、各補助金の

担当課が交付先団体と事業目的、内容の確認や意

見交換を行いまして、団体の意見を踏まえた精査

を行ったものでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁がありました。タク

シー券の発券状況、昨年同時期に比べて、４月末

現在で約100件だけ減ったということです。ただ、

使用料のほうは半分以下になってしまっている状

況が、今、答弁されました。予算的には25％削減

して、75％になるよう充当したことになります。 

  そこで伺っていきます。昨年までは、日中高齢

者のみの世帯にもタクシー券を出してきました。

今回も、それは同じように行われています。その

中で、市の言うとおり就労証明書を提出したが、

嫁がパート勤務で時間が足らないという理由でカ

ットされたという世帯があります。どのぐらいあ

ったのか集計はとっていますか。見直しはあるの

か、今後どのようにするかも聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） ただいま昨年と今

年で交付の条件が変わった点があるということで、

議員、お尋ねのとおり、日中家族がいても、家族

の方が車等持っていても、その方が仕事等に出た

場合に日中高齢者だけになってしまうという世帯

につきましても、やはり閉じこもり防止という意

味では同じということで、そういう方にも外出支

援タクシー券を交付してございますけれども、昨

年来の見直しの中で、日中１人というものが、前



－250－ 

は申し出だけで交付していたところを、それで勤

めなりで昼間１人になってしまうという就労等の

証明書を添付ということで、24年度は変更になっ

たところでございます。 

  そういうこともありまして、先ほどの前年と比

べての交付状況も、その日中高齢者だけになって

しまうという形の方、そういう方が前年と比べま

すと75％の交付率ということで、確かに減っては

ございます。それにつきましても、まだ今のとこ

ろ２カ月しかたっていないということもございま

すので、詳しい実際の状況がどうなのかというこ

とで、そうなると一人一人の状況も見なくてはな

らないということもございますので、そこまでの

調査といいますか、分析等はしてございません。 

  ただいまお尋ねをいただいたケースにつきまし

ても、ちょっと私、承知していないものですから、

詳しい答弁は控えさせていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） まだ始まったばかりで、

もうちょっと様子を見たいということだと思いま

す。調査もしていないということでした。 

  ぜひここのところ、しっかり市民のことをフォ

ローしていただきたいと思います。これから、私

も、質問の中に出てくるんですが、市民の声です。 

  さらに、もう一つ伺いたいと思います。市民か

らの抗議や苦情を集計していると思いますが、私

の家に来た電話、党に来た電話などから、高齢者

が、高齢福祉課が出した高齢者外出支援タクシー

利用者様、家族様あてに出された就労証明書につ

いてです。来年度からは個別に証明書は郵送しな

いので、事前に証明書の用紙を受け取ってくださ

いと書いてありました。 

  よく読むとそう書いてあります。市民の反応は

どのように受けとめていますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） ただいまの、該当

する方にお知らせということで、担当のほうでは、

よかれという形で、サービスを受ける対象者にと

っていい形でというふうな形で、事を考えてその

ような作業をしたんだろうというふうには思って

おりますが、それらについても今年切りかわった

ばかりということで、実際それがお客様方にとっ

て本当にいいことなのか、利便性を図った上での

ことなのかということも、今年度検証しながら、

見直すべきところは見直すという形で進めさせて

いただきたいかなというふうに思っております。 

  また、一連の在宅福祉サービスのメニューとい

いますか、それにつきましても、先ほど来、市単

独補助金の見直し等の話も議論になっております

けれども、私どもの在宅福祉サービスについても、

内容についてもっと効果的な、市民にとって利便

性が図れるような内容にも変えていくというふう

な形の指示といいますか、そういうものもいただ

いていることもございますので、それらも含めま

して検討させていただきたいかなというふうに思

っております。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 見直しを含めた答弁をい

ただきました。ほかの在宅福祉サービスについて

もというお話でした。 

  来年からこの制度はなくなると、こう受け取っ

た市民がかなりいるようです。文書にはそう書い

てあるというので、預かってきました。私のほう

で確認しましたが、先ほど言ったとおり文書には

書いてあります。なくなるとは書いてありません。

文書は郵送しませんというところを、市役所や公

民館に用意してありますというように書いていた

だくとよかったと、そう思っているところです。 

  それから今、部長の答弁ありましたけれども、
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全体のトータルとしての市民の声、ニーズにしっ

かり耳を傾けてほしいと思っています。 

  ②に入ります。市民への影響を調べる考えがあ

るかということで聞きました。高齢者の外出支援

はタクシー券以外にも生きがいサロンなどが行わ

れています。市民の声です。結局、市は小さな予

算を削って大きな支出をつくることになるのでは

ないか、こういう声があります。心配されるのは、

健診、診療の手控えによるおくれや重症化、利用

者が減るということは、閉じこもりが、先ほど部

長の答弁もありましたが、閉じこもりがちになる

人がふえ、健康のレベルが下がるのではないかと

いう懸念です。 

  そこで伺います。横浜市や名古屋市でも同様に

無料だった敬老パス、これが有料化し、交付者数

が減っている現状が報道されています。那須塩原

市の高齢者の状況はどうなると予測されたのか、

考えを聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） 先ほども答弁を申

し上げましたけれども、対象者、いわゆる高齢者

ということでございますけれども、の健診とか医

療機関への受診がこのタクシー券が、交付が減る

ということで、影響があるのではないかというふ

うな趣旨のご質問かと思いますけれども、健診の

状況等につきましては、別に受診率等の調査で今

後確認はできるかなというふうには思ってござい

ます。 

  そういうことで、お客様といいますか、その高

齢者等をサポートされて、地域でしていただいて

いる民生委員さん、さらには支援センターの方々

等からも、それぞれの個別のケースについて、福

祉事務所といいますか、高齢福祉課のほうにいろ

いろなご意見等もいただいておりまして、当初は

いつも１年間分の枚数が入っているタクシー券だ

ったのが、半年分しか入っていないということで、

当初混乱といいますか、考え方が、交付のときに

は説明はもちろん申し上げているんですけれども、

そのご本人様に直接説明している場合だけではご

ざいませんので、代理の方が来たり、いろいろし

ているということもございまして、確かに今まで

よりも回数が、利用回数がですね、できる回数が

減ってしまうのではないかというふうなお考えを

持っている方もかなりいたようには聞いてござい

ます。 

  ただ、その後そういうことではないですよとい

うことで、丁寧に説明を差し上げる中で、その後

におきましては、最近におきましてはそのような

ことは聞いてはございませんけれども、先ほどの

４月分の利用状況、議員さんのほうで、昨年より

も半分以下になったというふうなことでしたけれ

ども、半分以下ではございません。376万あった

のが230万程度で、147万が去年よりは減ったとい

うことで、半分以下になった話ではないんですが、

ただ４月分はそのようなこともあるのかなという

ことで、利用状況についてお知らせをしたという

ことで、当時は、最初の当時は、確かにそのよう

な苦情といいますか、ご指摘といいますか、お話

は伺っていたところでございますが、その後丁寧

にこちらもご説明等申し上げるようにしています

ので、そういうことがないように、今回の予算も

まだ通ってはいませんけれども、ございますので、

さらに誤解のないように努めていきたいかなと思

っております。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 私のほうに受けとめが、

間違ったところがあったようです。376万のとこ

ろ147万減ったというふうに、私のほうも受けと

めたいと思います。失礼しました。 
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  今、答弁がありました。長い期間の調査が必要

だと思います。私たち、日本共産党は、市委員会

として、高齢者が外出を控え、通院もおっくうに

なり健康悪化と、孤立化するのではという懸念か

ら、市長に５月29日市単独補助金についても基本

的にもとに戻すよう、申し入れを行いました。 

  ③に入っていきます。必要と確認された精査と、

団体の意見反映について聞きました。窓口に来た

人や団体からの聞き取り、町内の要望をまとめて

精査したと、このような答弁がありました。でき

るだけ多くの市民の声を聞いて、それをしっかり

と反映していただきたいと思います。 

  阿久津新市長が市長選で述べてきた改革はどう

いうものなのかが問われていると思います。６月

議会で明らかになったことは、各団体の補助金カ

ットや福祉関係の予算を削減することが、あたか

も改革であるかのように展開していることです。

市民の厳しい批判から、肉づけによる一定の見直

しを行われた、これは評価していきたいと思いま

す。 

  ６月の補正予算で市単独補助金の総額は、２月

時点の内示の12億155万9,000円から、１億159万

4,000円が削減されました。阿久津市長は、削減

した約１億円について、個人的には納得のいく結

果と述べ、渡邉副市長は６月の補正予算以降に各

団体に補助金を肉づけすることはないだろうと、

こう話したと報道されました。 

  市は後期総合計画を策定し、自治会、コミュニ

ティー、市民団体、企業、ＮＰＯの活動を奨励し、

補助金の援助まで定めています。平成24年３月に

発表した計画書には、阿久津憲二市長の写真とあ

いさつ文を載せています。ここでは28年度までの

計画の趣旨、基本的な考え方、内容、目標値、推

進などを掲げています。 

  そこで伺います。今回の措置は、市の計画とど

う整合するのか、今後の進め方についても、ぜひ

考え方を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（成瀬 充君） 当然、協働のまちづく

りの指針というものもございますけれども、当然

市民、行政、地域がそれぞれの役割を理解した上

で、まちづくりの実施をするものであるというふ

うに考えております。そういった中で、今回の骨

格的予算、肉づけ予算、それぞれの編成の中であ

る程度の理解が深まったのではないかと考えてい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

ぜひ、協働のまちづくりという視点でしっかりと

市民の声、受けとめていただいて、そして、これ

からの行政に生かしていっていただきたいと思い

ます。 

  以上のことから、関係団体、市民の意見や話を

聞くことなく補助金をカットすることは問題だと

いう認識から、３月に続いてこの問題を取り上げ

ました。以上で、この問題、この項の質問を終わ

ります。 

  続いて、４番のほうに移りたいと思います。生

活保護と見守りについてです。被災と厳しい経済

状況により雇用状況が悪化し、要保護者や高齢者

が地域で孤立、孤独化が報道されています。 

  ①です。地域や民間などの協力を得ながら、独

居高齢者の見守りが行われているが、現状と課題

についてどのようにとらえていますか。 

  ②です。生活保護申請の増加に対して、迅速で

的確な審査が行われていますか。 

  ③です。受け持ち人数の増加に対応し、職員の

配置は十分に行われていますか。 
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  ④です。初日は説明だけで帰すとする水際作戦

はとるべきではないと思いますが、市はどう考え

ていますか。 

  以上、４点について市の考えと対策を求めるも

のです。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） それでは、４点目

の生活保護と高齢者見守りについてのご質問にお

答えをいたします。 

  まず、①でございますが、地域や民間などの協

力を得ながら独居高齢者等の見守りが行われてい

るが、現状と課題をどのようにとらえているか、

とのご質問でございます。 

  本市の高齢者のいる世帯は、平成22年の国勢調

査人口では、１万5,442世帯、全世帯の34.6％で

ございます。このうち、ひとり暮らし世帯につき

ましては、2,870世帯、6.4％。高齢者夫婦世帯が

2,779世帯、6.2％となっております。現在ひとり

暮らし高齢者等の見守りにつきましては、各地区

民生委員、地域住民、地域包括支援センターを中

心として安否確認が行われているところでござい

ます。また、郵便事業株式会社市内各支店と情報

提供に関する覚書を取り交わしておりまして、同

社の外務社員が業務中に発見、または収集した情

報を提供していただくことになっております。 

  今後高齢者人口の増加に伴い、高齢者のひとり

暮らしや高齢者夫婦世帯がさらに増加すると予測

しているところでございます。 

  平成23年８月に、第２期那須塩原市地域福祉計

画策定のため実施をいたしました市民意識調査で

は、７割の人が近所に支援の必要な人がいたら支

援したいと考えており、その方法といたしまして

は、約５割の人が、見守りや安否確認の声かけと

回答がございました。市民意識の中では既に下地

ができ上がっているものと思われます。 

  今後の課題といたしましては、市民意識を個々

のものとせず、新たな支援者の掘り起しや育成等

を含め、地域包括支援センターを中核とした地域

の保健、医療、介護、福祉の関係者やＮＰＯ団体、

ボランティア等の連携による地域ネットワークシ

ステムとして、地域住民が日常生活の中で高齢者

を見守り、支え合う仕組みづくりを進めることと

考えております。 

  次に、②の生活保護申請の増加に対して、迅速

で的確な審査が行われているかとのご質問をいた

だきました。本市の生活保護の実施状況は、平成

24年３月末で保護世帯数702世帯、保護人員953名、

人口1,000人当たりにつきましては8.08人となっ

てございます。平成23年３月末と、１年前ですね、

比較し、世帯数で61世帯、保護人員で76人、人口

1,000人当たりでは0.64人の増となっております。

また、平成23年度中に受理いたしました保護申請

は210件で、平成22年度の185件に比較して25件、

13.5％の増加となっております。 

  生活保護の実施に当たりましては、生活保護法

及び国が定める生活保護の実施要領等に基づきま

して、所定の調査等を実施の上、法に定める期間

内に審査をしているところでございます。 

  次に③、受け持ち人数の増加に対応し、職員の

配置は十分行われているかとのお尋ねでございま

したが、社会福祉法の規定では、ケースワーカー

の数は、被保護世帯数80世帯につき１名とされて

おります。平成23年度末で申し上げますと、ケー

スワーカー数は経理業務との兼務をしている２名

を含みまして８名であります。先ほどの保護世帯

数702世帯に対しまして、１人当たり約88世帯を

担当してございます。充足数で申し上げますと、

約１名の不足というふうになってございます。 

  この対応といたしまして、平成24年度に、保護
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係のほうに生活保護支払い等の経理業務の専任職

員を１名増員をいたしまして、兼務状態でござい

ましたケースワーカーの事務負担の軽減を図った

ところでございます。また、新規相談などの窓口

相談業務や就労支援を担当する自立支援員を１名

増員し、３名といたしまして、効率的、効果的な

保護行政が行えるよう体制の整備を図りました。 

  最後に④でございますが、初日は説明だけで帰

すとする水際作戦はとるべきではないと思うが、

市はどう考えるかとのことでございますが、生活

保護は生活に困窮される方が、その利用し得る資

産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活維

持のために活用することを要件として行われるも

のでございます。 

  また、保護の実施に当たっては世帯単位の実施

となること、被保護世帯に対して一定の義務を課

すものもあることなどから、相談に当たりまして

は、自立のための各種制度や資産の活用などにつ

いてご理解をいただき、それらを踏まえた上で相

談者の状況を的確に把握し、生活保護制度の適正

な運用を進めております。したがいまして、いわ

ゆる水際作戦というような対応をとる考えはござ

いません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 見守りと生活保護につい

て伺いました。 

  随時①から再質問を行っていきます。民間との

協力関係は郵便局だけという状況のように伺いま

した。やはり高齢者世帯が34％と、こういう中で

は一番多いのかなと、そういう受けとめをしまし

た。 

  窓口では、相談者に対して調査を行って、受給

が決まれば最初に相談に来た日にさかのぼって生

活保護費が支給され、調査はおおむね２週間ほど

で結果が出ますと説明していました。 

  私がこうした生活困窮者、生活保護で相談に立

ち会えるのは、１年にせいぜい20人程度です。半

分以上が市役所まで行かないで、説明だけで終わ

ります。窓口まで立ち会っても、受給できるのは

年に４人前後。受給額は月額３万から５万のよう

です。詳しく聞いていないので推測になります、

ここの部分は。最初に高齢者の見守りを聞いたの

が、相談や受給者に高齢者が多いからです。こと

し１月時点では、全国の受給者が209万2,000人、

生活保護受給者の大半が高齢者であり、無年金者

や低年金者となっています。年金だけでは生活で

きない高齢者がふえています。 

  全国市長会では、年金が低く、いずれ高齢者が

生活保護に向かうとすれば、自治体は生活保護費

の負担増で破綻するという理由から、最低保障年

金の早期創設を求めています。リーマンショック

以降の非正規雇用など、雇用悪化の影響で、働き

たくても働けない若者の受給もふえていると報道

されています。 

  そこで伺いたいと思います。市の窓口に相談に

来て、受給に至らなかった人の追跡調査はどのよ

うに行われていますか。電気が、ガスがとめられ

たという人へのフォローの方法についても聞かせ

てください。多くの場合、経済的に困窮している

ため、地域からも孤立している状況が伺えるから

です。 

  答弁を求めるものです。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） 生活保護の相談の

結果、保護に、申請に至って保護開始になるもの、

あるいは申請に至らないで、至らない場合には、

先ほど申し上げました資産、能力活用、さらには

他法他施策ということで、当面ほかの方策で生活
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が可能という形に、もちろんなるわけでございま

すが、今、議員おっしゃいましたように、平成21

年の後半、いわゆるリーマンショック以降、相談

件数、それから申請件数ともに激増状態といいま

すか、ふえてございまして、先ほどの相談の件数

等も申し上げましたけれども、その中で今お尋ね

なのは、申請に至らないでお帰りになった方の追

跡をどうしているのかということでございますけ

れども、それぞれ、先ほど言いましたように相談

の結果、その方の生活状況については、福祉事務

所としては把握できるということで、その結果保

護の申請に至らなかった理由については、さまざ

まな理由がございます。 

  ちなみに、昨年の、最近の例で申し上げますと、

相談の中で、預貯金等も今現在はある程度ある、

ただ将来的にこれがなくなってしまった場合に不

安なので相談に来たというケースが一番多いわけ

でございますが。それから他の方策ですね、年金

の受給に至るようになったとか。最近多いのは、

住宅手当の支給に該当して当面それで頑張るとい

う方もございますし、いろいろな方、いろいろな

理由で保護の申請に至らなかったケースがござい

ます。 

  その中で、いわゆるボーダー層もございますし、

それから、ホームレスといいますか、居住地がな

かなかなくて、車の中、車上生活をしているんだ

と、いろいろなケースがございますので、一概に

は申し上げられませんが、その中で議員がおっし

ゃっていたような電気がとめられてしまう、水道

がとめられてしまう、あるいは、このまま放置す

るともうちょっと生命に危険があると、そういう

窮迫の場合には、当然保護に至る形になるのが多

いわけですけれども、そういう個別ケースについ

ては把握がもちろんできますので、それぞれの関

係先といいますか、高齢者でしたら地域包括支援

センターもございますし、民生委員もございます。 

  そういうことで、追跡調査という形ではないで

すけれども、声をかけて、見守りといいますか、

お願いをしている。それと、相談の中でも、今の

ところこういう状況ですけれども、またいつでも

電話なりで相談をしてくださいというということ

も申し上げて、お帰りになっていただいています

ので。そういう状況でございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） ちょっと安心しました。

やはりここら辺、今、部長のほうから車上生活者

とか、ボーダー層とかというお言葉が出ました。

私のほうで、漠然としたもので、こういった言葉

があったにもかかわらず、思い出しませんでした。 

  受給に至らなくても、生活に困っている状況は

見守り等で把握できる、こういうことです。そう

いう体制もとられているということです。今、生

活保護で重要なことは、必要な人に手が届いてい

ないという部分がどうしても出てきてしまうとい

う、そういうところです。ぜひしっかり対応して

いただきたいと思います。 

  ②に入ってきます。迅速で的確な審査について

聞きました。生活に困窮していて、保護の対応を

急ぐ場合には、そういうときにこそ、的確な審査

が求められます。審査が出るのに２週間では間に

合いません。たまたま今回は、もう２日分の米し

かないという方が、朝、突然に私のうちに来まし

た。さっそくそのまま市のほうの相談窓口にまい

りました。申請相談をした後に、社会福祉協議会

に緊急の小口融資を求めましたが、今まで借りて

いた分の返済が完了し、生活保護費がほぼ受給で

きる見込みでないと融資されません。 

  そこで伺います。社会福祉協議会は、市のほう

と今年分離しまして、社会福祉協議会が独立した

ということですが、せっかくそういう緊急の融資
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制度があっても、いざというときに使えないので

は、制度がある意味がありません。市はどのよう

に考えているのか、考えを聞かせてください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） 社会福祉協議会が

行っております生活福祉資金の当面のつなぎ資金

といいますか、のお尋ねだったと思いますけれど

も、社会福祉協議会も金貸しではないんですが、

その融資制度というのは、やはり法に基づいて行

っておりますし、慈善事業でやっているわけでは

ないというふうに思っております。 

  以前、県社協の局長さんをやられていた方から

お聞きしたんですけれども、市のほうといいます

か、福祉事務所なり役所の窓口で、とにかく行け

ば５万なり３万なり借りられるということで、や

たらに回してくると。そういう方がほとんど焦げ

つきになってしまっているという現実を言われま

した。そういうことで、社協も回収できる見込み

がないものについては、通常の場合、当然貸さな

いということになるのかというふうにも思ってお

ります。 

  そういうことで、生活保護の申請があって、そ

れについても間違いなく保護、受給できるように

なりますよというのが、その場では当然判断がで

きませんので、なかなかそのつなぎが難しいわけ

ですけれども、社協の立場からいえば、そういう

お考えはあるのかなというふうに思っております。 

  それ以前に、生活保護そのものも、最近マスコ

ミ等でいろいろ物議を醸し出している部分もござ

いますけれども、そもそも労働政策あるいは社会

保障制度の、ほかの制度の不備といいますか、未

熟さといいますか、そういうものの影響で保護の

申請といいますか、相談受給に至るケースが多い

ということは間違いございません。 

  最近では、先ほどのリーマンショック以来、前

はほとんどの受給世帯が働けない世帯がほとんど

だったんですけれども、最近は働いていても生保

の該当になってしまうということで、いわゆるそ

の他の世帯ですね。以前は全世帯数のうち五、

六％しかなかったんですが、今現在でいきますと、

もう十二、三％にそういう世帯もなっている。世

帯主あるいは世帯のどなたかが就労していても、

非正規就労とか、パート就労とかということで、

保護の基準を下回ってしまうというふうな現実も

ございます。 

  そういう側面もございますので、社会福祉協議

会の対応がそっくりそのまままずいといいますか、

そういうことというふうには、私どもはとらえて

ございません。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 社会福祉協議会の小口融

資制度について聞きました。法に基づいてと、今

まで焦げつきが多かったことの反映だということ

だったと思います。 

  そんな状況があったものですから、保護の担当

者には、自宅訪問の審査を急いでもらい、本人に

は２ℓのペットボトルの米で、数日しのいでもら

いました。たまたま家はあるという方でしたので、

そういう方策をとりました。数日後、本人から、

社会福祉協議会から連絡があって、融資の申し込

みは２万5,000円で書いてきたとの連絡がありま

した。ほっとしました。それ以降、一月ほど連絡

がないので、元気に暮らしているんだと、こう私

は理解しています。 

  先に進みます。受け持ち人数の増加と、職員の

配置について聞きました。那須塩原市の場合、１

人ほど不足しているという話。社会福祉法の人数

で言って、この那須塩原市ですと、大体最上の65

件は郡部で、この辺だと郡部といったらいいのか、
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80世帯から、郡部では65世帯と、そう言われてお

ります。実態は１人当たり100件とか、150件とか

という報道もありました。そういう中で、市の場

合も社会福祉法の言う上限の件数と、こういうこ

とで私、理解いたしました。 

  そこで伺いたいと思います。ケースワーカーの

充足率、先ほど部長のほうから答弁がありました。

１人不足ということがありました。これは聞きた

いと思います。ケースワーカーの経験年数につい

て聞いていきます。経験が３年未満が６割、あと

は非正規雇用に頼っているというのが、先々日で

したか、厚労省のほうからそういう発表がありま

した。ケースワーカーが健康でなければ、任務を

遂行することはできません。ノルマと義務感だけ

ではいずれ燃え尽きてしまいます。生活保護の現

場で大切にしていることを聞かせていただきたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） 生活保護の現業員

といいますか、ケースワーカーのことにつきまし

て、今、ご質問いただきました。 

  私もその昔、ケースワーカーをやっておりまし

て、私８年連チャンでやったんですけれども、あ

の当時は最低でも５年以上はいないと、被保護者

のいろいろな自立指導といいますか、寄り添えな

いという形で、当時の考え方はそうであったかな

というふうに思います。 

  今現在の、どうなんだということなんですが、

一応３年、長くて３年ということで、今は異動を

させているそうでございます。私もことし来たば

っかりであれなんですけれども、その意味は、や

はり今、議員がおっしゃったように激務であると

いうことで、それが一番の、それを解消してケー

スワーカーの労働条件ではないですけれども、そ

ういうことで今やっているところでございます。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） ケースワーカーの状況に

ついて聞きました。ぜひケースワーカーの質を高

めていただいて、そしてしっかり充足して、迅速

で的確な審査を行うとともに、職員の配置が不足

することがないように求めるものです。これで③

は終わります。 

  ④に入りたいと思いますが、４番の水際作戦に

ついて聞きました。水際作戦、やる気はないとい

うことでございましたので、ぜひしっかりここの

ところ、もうこれ以上、後ろには引かないんだと、

しっかり那須塩原市の市民の最後のセーフティー

ネットワークだと、私は生活保護をとらえていま

す。ぜひしっかりここを進めていっていただきた

いと思います。 

  私がこの生活保護の質問を通告をしてから、生

活保護たたき、そういう表現をしていいと思いま

す。マスコミと自民党に、政府が呼応する形で、

テレビなどで報道されています。今、全国各地で

起きていることは、生活に困窮している人に対し

て、まだ働けるでしょうなどと、申請すら受け付

けない事態です。 

  ことし１月に判明した札幌市白石区の姉妹孤立

死では、姉が生活保護相談のために窓口を３度も

訪問していたのに、申請されなかったという、そ

ういう結果、起こされた悲劇です。今、マスコミ

が行っている生活保護たたきは、ますます生活保

護を生活保護制度から締め出し、制度の改悪は孤

独死を激増させることになります。厚労省は、不

正受給者が蔓延しているかのようにあおっていま

すが、2009年で不正受給とされた額は102億円で、

生活保護費の0.33％、こういう状況です。 

  そこで伺います。那須塩原市での近年の不正受

給の件数と、事例を聞かせてください。 
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○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（生井龍夫君） 不正受給というこ

とで、那須塩原市の状況はどうなんだというお尋

ねだと思うんですけれども、ちょっと今詳しい手

持ちの資料がございません。ですが、その内容に

つきましては、やはり就労していた、アルバイト

なり、夜間等に就労していたのを収入申告してい

なかったというのがほとんどかなというふうに思

います。 

○議長（君島一郎君） 10番、髙久好一君。 

○１０番（髙久好一君） 今、部長から話があった

と……。 

  時間が来ました。以上で質問を終わらせていた

だきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で、10番、髙久好一君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

    ◇ 東 泉 富士夫 君 

○議長（君島一郎君） 次に、25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） 議席番号25番、公明ク

ラブ、東泉富士夫でございます。 

  市政一般質問を行います。本定例会最後の質問

となりますが、よろしくお願いをいたします。 

  １、事故の多い交差点の安全対策について。市

内にある数多くの交差点の中には、交通事故の多

い交差点が見受けられる。その現場の状況を見た

り、地元の方に聞いたりすると、なぜ事故が多い

のかということが見えてくる。特に事故の多い関

谷地区の県道関谷上石上線と、市道関谷街道線、

市道唐沢線の交差点であり、以前から頻繁に事故

が起きている。このことから、次の点について伺

います。 

  ①市内の比較的事故の多い交差点の把握と安全

対策はどのようになっているか、伺います。 

  ②県道関谷上石上線と市道関谷街道線、市道唐

沢線の交差点については、信号機が必要と考えま

すが、いかがですか。お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（長山治美君） 事故の多い交差点

の把握と安全対策について、お答えいたします。 

  事故の多い交差点、事故が多く発生する、懸念

ある交差点という意味ですけれども、警察や地域

からの情報提供により現地確認等を行っており、

必要な場合には啓発看板の設置を行ったり、信号

機や標識等の設置を警察や道路管理者に要望した

りするなどし、安全対策に努めているところです。 

  次に、県道関谷上石上線と市道関谷街道線、市

道唐沢線交差点への信号機設置について、お答え

いたします。ご質問の交差点は、市道関谷街道線

が優先道路になっており、交差している県道関谷

上石上線には、とまれの規制標識が設置され、ま

た、市道唐沢線には、とまれの規制標識と交差点

注意の看板が設置されています。 

  信号機の設置については、警察署において交通

事故の発生状況や交差点、道路条件などを総合的

に判断して、栃木県警察本部に上申し、栃木県公
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安委員会において決定されています。ご質問の信

号機の設置については、地元からの要望を聞いた

上で対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） 市内の比較的事故の多

い交差点の把握と安全対策について、ご答弁をい

ただきました。この事故の多い交差点につきまし

ては、地域住民を初め児童生徒の保護者などから

も要望が出ているものと思っております。そうし

た中で、特に事故の多い交差点の中で、現在優先

的に安全対策の整備を考えているところがありま

したら、お伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（長山治美君） 生活課のほうで、

日常的に業務を行う中で、さまざまなところから

いろいろな情報が寄せられます。自治会長さんで

あったり、それから教育委員会のほうからであっ

たり。それらのことを年間とりまとめて、毎年１

回、警察のほうからそういったような信号機の設

置等についての要望があるかというような調査が

ございます。 

  そのときに取りまとめて報告しているというこ

とで、たまたま今年度については、まだそのよう

な通知が警察のほうから来ておりませんので、ま

だ実際には要望書を出していない状況なんですけ

れども、そのようなときをとらえて、特に私ども

としては、優先順位はつけずに提出しているとい

うような状況です。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ありがとうございます。

わかりました。 

  市内には大小相当数の交差点があります。その

中でも国道、県道は、比較的優先的に整備されて

いるものと思っております。しかし、市道、農道

等の交差点の中には、死角、安全が確認しづらい

ところも少なくないと思いますが、このような交

差点についての認識と、安全対策についてお伺い

をしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（長山治美君） 先ほども申し上げ

ましたように、地元等からの情報がありましたら

ば、現場のほう確認させていただきまして、その

後ものによっては先ほど申し上げましたように、

１年間取りまとめて警察のほうに要望書を出す。 

  それ以外ですと、地元とのお話し合いの中で、

例えば私どもで用意しているスピード落とせとか、

そういったような注意を引くための標識というか、

看板ですね、そういったようなものを地元と協力

して設置するとか、そういうようなこと。あとは

道路敷に草が生えていて見通しが悪いような場合

は、道路管理者のほうに、そちらのほうの整備を

お願いするとか、それぞれの場合によってそのと

きできる限りの対応をさせていただいているつも

りでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） そのときどきに応じて

精いっぱい対応させていただいているというよう

なご答弁をいただきました。 

  相当数、市内には交差点ございます。この次、

出てくる関谷街道線ですね、上石上線もそうなん

ですが、交通事故というんですか、交差点の事故、

これも相当多いということで聞いております。こ

れ、ひとたび事故が起きてしまいますと、非常に

生命にかかわる大変な事故になってしまうわけで



－260－ 

す。そういった意味では、できるだけ地域住民の

要望等もいろいろ情報を集めていただいて、万全

の交通対策をやっていただきたいと、このように

思います。 

  なお、新緑、青葉の時期になりますと、非常に

見にくくなる交差点も少なくないわけであります。

交差点に死角ができてしまうということは、極め

て事故が起こりやすいと、こういう箇所が相当、

私は市内にもあるんではないかと思います。そう

いった意味では、ぜひ地権者のご協力などもいた

だいて、特にこの青葉の時期、そういった場所が

ありましたら、これについても安全対策に万全を

期していただきたい、このようによろしくお願い

をしたいと思います。 

  次に、この県道関谷上石上線と市道関谷街道線、

市道唐沢線の交差点についても、ご答弁をいただ

きました。この交差点は頻繁に事故が起きている

ということですが、この１年間で起きた事故の状

況等について、もしおわかりであれば、その理由

というか、その辺の状況をお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（長山治美君） 路上における交通

事故については、当然警察のほうに事故届が出さ

れるわけですけれども、そのすべてについて私ど

もに情報が回ってきているわけではございません

ので、全部はちょっと把握しかねるわけですけれ

ども、このお尋ねの交差点につきまして、先日警

察のほうに問い合わせましたところ、人身事故に

限ってなんですが、平成23年１月１日から24年４

月30日までの間において、１件発生しているとい

うような情報を、回答をいただいております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） 私が聞いた範囲では、

年間にもっと起きていると、そのような情報も聞

いておりますが、いずれにしても、この街道、関

谷上石上線と、市道関谷街道線。この場所は、私

も行って現場を見てみましたら、非常に、優先道

路、とまれというのが当然あるわけで、関谷街道

のほうが優先ということになっているんですけれ

ども、両方向状況を見ますと、何というんですか、

優先道路が全く逆のような感じになって見えてし

まうということで、年間に、地元の方によると四、

五回です、大小あるんだと思いますけれども、そ

のくらい事故が起きて、そのたびに救急車が来て

いるというような、若干どうなのかわかりません

けれども、そんなようなお話も聞いております。 

  いずれにしましても、この交差点は小学校、中

学校、児童生徒が登下校についてかなりの方が、

一般の市民を初め、特にこの児童生徒が登下校で

使っている、そういったことを見ますと、せめて

この場所は、信号といいますか、点滅の信号ぐら

いはあってもいいのかなと、ひとたび事故が起き

てからでは間に合わないというか、そういった、

あるいは市のほうからもぜひさらなる強い要望を

お願いしたいと、このように思っているわけでご

ざいます。そのような状況でございますので、今

後当局によろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、次に、２、市公共交通について。那

須塩原市は、広大な面積に11万7,000人余りの市

民が暮らしています。その中で、ゆ～バスは市民

の大事な足となって利用されています。しかし、

限られた路線を走っているので、多くの市民に利

用していただくには至っておりません。 

  近年、高齢化社会が進むにつれ、ゆ～バスが通

っていない地域や、ゆ～バスの停留所が遠いとこ

ろに住んでいる高齢者などの方々には不便な生活

となっております。その対策として、県内外の自
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治体においては、デマンドバス等を導入し、運行

しているところがふえつつあります。本市におい

てもデマンドバス等の導入については、以前から

市民の強い要望として聞いております。そこで、

次の点について伺います。 

  ①ゆ～バスの過去３年間の収支について伺いま

す。②ゆ～バスについて、今までどのような要望

があったか伺います。③本年度は、ゆ～バスの見

直し、検討を行うと思いますが、どのような内容

で検討されるのか、伺います。④今後、デマンド

バス等を導入する考えを持っているか、お伺いし

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 東泉議員の質問にお答え

いたしますが、①のゆ～バスの過去３年間の収支

について、まずお答えいたします。平成21年度は

運行経費6,735万8,000円、運賃等収入が1,937万

2,000円。市からの補助金が4,798万6,000円。平

成22年度は運賃経費で7,063万5,000円に対し、運

賃等収入が2,095万1,000円、市からの補助金が

4,968万4,000円、平成23年度は運行経費が7,425

万6,000円、運賃等収入は2,223万6,000円、市か

らの補助金が5,202万円となっております。 

  ②のゆ～バスについて、今までどのような要望

があったのかについて答えますと、要望としては、

例年年間20件台で推移しておりました減少傾向に

ありますが、幾つかの例を挙げますと、新規路線

の運行、商業施設や公共施設への乗り入れを含む

既存路線の延長、運行ダイヤの増便、わかりやす

い運行ルートの変更等が、要望としてございまし

た。 

  ③のゆ～バスの見直し、検討についてと、④の

デマンドバス等の導入については関連があります

ので、一括してお答えいたします。ゆ～バスの運

行については、利用実績や市民の要望等を踏まえ、

運行２年目から路線や時刻の部分的な見直しを行

ってまいりました。 

  また、現在の運行事業者との協定が平成24年度

で終了することから、次期協定に向けて平成22年

度から那須塩原市公共交通庁内研究会において、

全体的な公共交通システムの検討を行ってきまし

た。主な内容は、ゆ～バスの役割や、現在の公共

交通空白地帯、ゆ～バスの著しい不採算路線につ

いて、デマンドを含めた多様な交通システム導入

等ですが、これらについてはなお継続して検討し

てまいります。 

  したがって、平成25年度以降のゆ～バスの運行

については、定期的な見直しによって、運行の利

便性と効率化の向上を図りながら、原則として現

状どおり７路線の運行を維持していく予定であり

ます。 

  以上で、第１回の答弁にします。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ありがとうございます。

ゆ～バスの過去３年間の収支について、お答えを

いただきました。ゆ～バスのこの過去３年間の収

支のバランスですけれども、どのような認識をさ

れているのか、まずお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（長山治美君） ゆ～バスにつきま

しては、３年間において、先ほど申し上げました

とおり、事業費もふえております。これは主に人

件費がふえている、あとバスですので、燃料代が

上がっているというような影響で、事業費が若干

増えておりますが、運賃収入につきましては、か

なりの程度で伸びているということで、差し引き

市の補助金額、金額そのものは、4,798万から昨

年度5,200万と増えてはいますけれども、割合的
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には運賃収入のほうが増えて、市の補助金のほう

が減っているというような状況になってございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ありがとうございます。

運賃収入のほうが若干増えているというようなお

話であったかと思います。 

  この収支のバランスというのは、当然公共交通

バスですから、かつて路線バスが走っていたとこ

ろを、民間では採算がとれない、そういったとこ

ろを通っているわけでございますから、なかなか

収支のバランスをとっていくということは、これ

はもう当初から無理な、私も承知をしているとこ

ろであります。 

  そういったことからいいますと、やはり今後何

点か市民の要望等もあったということが、先ほど

市のほうからもお話がありました。今後この市民

の要望という声は大変貴重なものだと思いますの

で、ぜひともこのゆ～バス、今後も継続していく

ということですので、市民のためのゆ～バスにぜ

ひ生かしていただきたい、このように思います。 

  それから、③でございますが、本年度はゆ～バ

スの見直し、検討というような内容でお答えをい

ただきました。今後のこの見直しの内容の検討も

今、お答えをいただいたところでございます。特

にここで大事なことと思われることは、日ごろ市

民からのゆ～バスについて要望のあった内容を真

摯に受けとめていただき、本当に市民のためのゆ

～バスになるためにはどうしたらよいかというこ

とを、利用者の立場に立って考えたときに初めて、

本来のゆ～バスとしての使命を果たしていけるも

のと、このように思いますので、この点もよろし

くお願いをしたいと思います。 

  この本市のゆ～バスについては、限られた財政

の中で市民のための足となって運営をされている

わけでありますが、なかなか多くの市民からゆ～

バスは大変便利で好評であると、こういったお話

はほとんど聞いていないというのが現状でござい

ます。むしろ貴重な市民の税金を年間約5,000万

前後投入されているわけでございます。ですから、

市民の交通弱者と言われる方々のためにも、もっ

と有効に使っていただきたい、このような声も聞

いていることも事実でございます。この辺の認識

と、認識といいますか、見解について、どのよう

にお考えかお伺いをしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（長山治美君） 先ほど市長からの

お答えの中にもありましたように、ゆ～バスが現

在７路線を担っているわけですけれども、その中

では著しく採算性のよくない路線も当然あるわけ

です。さらには、もっと便数をふやしてほしいと

いうところもあるわけです、こっちも回ってほし

いというようなところもあるわけです。 

  そういうところ、要望を聞きながらですけれど

も、バスとして運行するのが一番いいのか、ある

いはその地域によってはほかの方法、デマンド、

その他ですけれども、ほかの方法がふさわしいの

か、そこら辺のところも総合的に、当然これはま

ちづくりの理念と一致してこなければいけないも

のだというふうに考えております。地域において

も、そこの地域がどういう地域を目指すのかとい

うようなことで、そこに見合った公共交通という

ものを構築していくべきだろうと思います。 

  ですから、今後市民協働という大きな行政手法

が、今出てきているところですので、そこら辺の

ところも活用しながら、地域の皆さんと意見交換

しながら、今後新しい公共交通システム、その中

でゆ～バスがどういう形で担っていったらいいか
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というのを、私どもとしては早急に検討していき

たいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） ありがとうございます。

よろしくお願いをしたいと思います。 

  ④でございますが、今後デマンドバス等を導入

する考えを持っているかということについても、

先ほどご答弁をいただいたところでございます。

ご承知のように、今後ますます高齢化社会は進ん

でまいります。若い方は勤めに行ってしまい、残

っている方は比較的高齢者や独居老人の方がふえ

る傾向にあるわけでございます。 

  これは市民の要望の一例ですが、交通の不便な

地域に住んでいる方にとって、病院や買い物に行

くのは大変困っているというお話をよく聞くこと

があります。例えば、新湯方面、上塩原方面です

ね、そのほか市内全体的には、この中心部から離

れている方、そういった方が、例えば西那須野方

面とか、大田原方面とか、こちらであれば黒磯方

面ですね、そういった方面にタクシーで来る、そ

ういった場合は、特に塩原関係などは大体片道

5,000円前後、多くて１万円前後かかってしまう

というようなお話も聞いています。そうなります

と、年金生活者にとっては非常に重い負担になっ

てしまう、こういったお話も聞いているところで

ございます。 

  特にこのような状況を、これは少ない年金生活

者にとっては大変な負担となっている。この対策

に対して対応しているのが、今ふえてきた、この

デマンドバス等でございます。特にこの農山村を

抱えている地方の自治体においては導入、または

今後導入を検討しているという自治体もふえてい

る傾向にあると、このようにも聞いております。 

  デマンドバス等を導入している自治体の料金に

ついてはまちまちではございますが、乗車料金が

100円から200円前後が多いとも聞いております。

交通弱者の声を聞きますと、１回の乗車料金が

500円かかっても、1,000円かかっても、としても、

デマンドバス等を導入していただければ大変助か

ります、このような声も聞いております。また、

高齢者の方々がデマンドバス等を利用して、どん

どん外に出ていただくことによって、健康増進と、

また医療費の抑制にもつながっていくものと思っ

ております。 

  今後、本市が実施している福祉タクシー券など

も十分に考慮の中に入れていただき、市民のため

のデマンドバス等の導入に前向きに検討していた

だきたいと思いますが、この点につきましては、

再度市長にご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） このデマンドバスの、先

ほども答弁しましたが、検討はいたしております。

ただ、これを実際どう運用するかというのが、と

ても、今のところ結論が出ていない。 

  ただ、今東泉議員、大変いいことを言っていた

だきまして、タクシー券が5,000円という範囲は、

那須塩原にはたくさんあります。だから、こうい

うところでは、初乗りのタクシー券を配っても、

実際に使っている人はいないのです。だから、片

道5,000円払うかわりに、今言ったように200円、

300円のバス賃を往復で1,000円だって安いものだ

という声は、私も大変遠くに住んでいる者の一人

として、よく聞いております。 

  ただ、デマンドバスを定期的に動かすか、動か

してもいない時間帯も非常に多くて、そういうよ

うなことがちょっと課題として残っておりまして、

その他の方法も、今、各地区が共働によって、助

け合ってお年寄りを運ぼうということを実践して
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いる地域もあります。これは自主的に。 

  こういうようなこともあるので、いろいろその

辺の兼ね合いを見ながら、これは何といっていい

か、採用したいと申し上げたいところなんですが、

これについては、やはり部のほうでも長年の体験

もあって、非常に慎重な姿勢もありますので、よ

くすり合わせをして結論を得たいと、こう思って

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君。 

○２５番（東泉富士夫君） 大変ありがとうござい

ます。よろしくお願いをしたいと思います。 

  この件につきましては、関係する市民の切実な

声でありますので、今後とも前向きに検討してい

ただき、１日も早く実現ができれば、市民の方も

大変喜んでいただけるのかなと、このように思っ

ております。 

  以上で、私の市政一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 25番、東泉富士夫君の市政

一般質問は終了いたしました。 

  以上で、質問通告者の質問は全部終了いたしま

した。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  市政一般質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発議第７号の上程、説明、採決 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第２、発議第７

号 予算審査特別委員会の設置についてを議題と

いたします。 

  本件は、議員全員をもって組織する予算審査特

別委員会を設置し、議案第59号の一般会計補正予

算について付託いたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） また、審査方法は分科会方

式とし、会期日程に従い審査を行い、15日金曜日

に全体会を開催し、特別委員会としての採決をい

たしたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、議員全員をもって組織する予算審査特

別委員会を設置し、議案第59号の一般会計補正予

算について付託の上、審査すること、また審査方

法は分科会方式として、会期日程により15日金曜

日には全体会を開催し、予算審査特別委員会とし

て採決することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  予算審査特別委員会の委員長及び副委員長を議

長指名といたしたいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長に、24番、

山本はるひ君、副委員長に、６番、伊藤豊美君、

13番、齋藤寿一君、８番、岡本真芳君をそれぞれ

指名いたします。 

  予算審査特別委員会は委員会日程に基づき審査

を行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査

結果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の委員会付託について 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第３、議案の委

員会付託についてを議題といたします。 
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  ただいま上程中の各議案については、審査のた

め各常任委員会に付託いたします。 

  議案第60号から議案第68号までの９件について

は、お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託いたしたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。よっ

て、議案付託表のとおり、各常任委員会に付託い

たします。関係常任委員会は、委員会日程に基づ

き審査を行い、本会議最終日、各委員長は登壇の

上、審査結果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎請願・陳情等の関係常任委員会付

託について 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第４、請願・陳

情等の関係常任委員会付託についてを議題といた

します。 

  新たに提出された陳情２件については、既に配

付いたしました請願・陳情等文書表のとおり関係

常任委員会に付託いたしたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、請願・陳情等文書表のとおり、関係常

任委員会に付託いたします。関係常任委員会は委

員会日程に基づき審査を行い、本会議最終日、委

員長は登壇の上、審査結果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４８分 

 




